
 

原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル（案）に対する

意見募集の結果について 

 

令 和 ４ 年 ９ 月 2 8 日 

内閣府（原子力防災担当） 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

１．概要 

 

原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル（案）につい

て、意見募集を実施しました。 

 

期  間： 令和４年６月 30 日から同年７月 29 日まで（30 日間） 

対  象： 

 原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル（案） 

方  法： 電子政府の総合窓口（e-Gov）、郵送及び FAX 

 

２．意見公募の結果 

 ○提出意見1数：43 件2 

 ○提出意見に対する考え方：別紙１及び２のとおり 

 

提出意見を整理したもの3及びそれらに対する考え方について別紙１にまと

めた。提出意見には該当しないと判断されるその他の意見については、全て意

見募集案に関連すると判断したことから、同意見を整理したもの及びそれらに

対する考え方について別紙２にまとめた。 

寄せられた意見は全て、原子力規制庁及び内閣府（原子力防災担当）におい

て保存し、法令に従い開示する。 

 

 
1 行政手続法第 42 条では、命令等制定機関が、意見公募手続を実施して命令等を定める場合に、意見提

出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見を「提出意見」と規定

している。 
2 提出意見数は、総務省が実施する行政手続法の施行状況調査において指定された提出意見数の算出方法

に基づく。寄せられた意見（提出意見及び提出意見に該当しないと判断される意見をいう。）数は、52 件

である。 
3 行政手続法第 42 条では、提出意見に代えて、提出意見を整理又は要約したものを公示することができ

るとしている。また同条の運用において、「提出意見」に該当しないものについては、命令等制定機関に

当該意見を考慮する義務や当該意見等について公示する義務は課さないとしている。 
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原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル案についての提出意見及び考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年９月 28 日 
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No. 提出意見 考え方 

解説編 

１ P.7 図１ 避難退域時検査及び簡易除染の手順 

・UPZ の外から汚染地域に入域したバス等に関する図１のような

フローも追記すべきではないか。文章だけでは分かりにくい。 

（ＵＰＺ外から入域した車両の扱いについて） 

ＵＰＺ外から入域したバス等の車両については、それら車両

が除染の基準を超えない場合であっても、乗員の代表者（避難

行動が同様の行動をとった集団のうちの１名）に対して避難退

域時検査を行うこととしており、図 1にある代表者以降の避難

退域時検査及び簡易除染の手順と同一となることから、図示せ

ずとも十分であると考えます。 

２ P.8 表１ 除染を講ずるための基準 

・「物品等の除染の基準」は OIL4 とは異なり、１か月後であって

も 40,000cpm から 13,000cpm に引き下げないのはなぜなのか解説

が必要ではないか。OIL4 と異なる理由が理解しにくい。 

（1か月後の物品等の除染の基準について） 

原子力災害対策指針における１か月後の物品等の除染の基準

のあり方については、当該物品等による汚染の拡大防止の観点

から今後の検討課題とします。 

３ ４）＜該当箇所＞ ８頁 表１ 

＜内容＞ 

・ＯＩＬ４には、１か月後の基準値がありますが、物品等の除染

の基準には、１か月後の基準値がないのは何故ですか。基準を作

成する必要はないのですか。 

４ P.8 下から９行目 

・「スクリーニング結果の人数分布を踏まえれば、スクリーニング

レベルを 100,000cpm 以下としても、簡易除染の実施は可能であ

ったと考えられる」とあるが、人数分布に関する出典を明らかに

すべきではないか。 

（除染の基準の出典について） 

東京電力福島第一原子力発電所事故の対応においては、汚染

のスクリーニングレベルが 10万 cpm に引き上げられました

が、様々な汚染スクリーニングデータの中で比較的人数の多い

データでは、スクリーニングを実施した 192,933 人中 10 万 cpm

を超えた人数は 102 人で、13,000～10 万 cpm の範囲の人数は

894 人でした。ＯＩＬ４を超えた汚染が観測された場合には簡

易除染を行われることになりますが、できる限り多くの住民等

に対して実施されることが望ましいことから、これらのスクリ

ーニング結果の人数分布を踏まえれば、スクリーニングレベル
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を 10万 cpm 以下としても簡易除染の実施は可能であったと考

えられます。 

このような体表面スクリーニング・除染に関する基準を含む

防護措置の判断基準の考え方については、「平成 25 年２月の原

子力災害対策指針改定における防護措置の実施の判断基準（Ｏ

ＩＬ：運用上の介入レベル）の設定の考え方(平成 25年３

月)」という補足資料が原子力規制委員会に置かれた原子力災

害事前対策検討チームの第８回会合（平成 26 年 10 月２日）の

参考資料として示されており、当該資料の出典を追記します。 

５ (1)本マニュアル案の表 1の誤り 

本マニュアル案の表 1（8ページ）には、現指針（令和 4年 4月

6日版）の表 3の OIL4 欄と同じく 13,000cpm と 40,000cpm が掲

げられているが、この基準は除染のスクリーニングの基準ではな

いので表 1は訂正が必要である。 

a.13,000cpm の誤り 

OIL4 は除染の基準であるが、13,000cpm（1か月後の値）は、除

染を対象としたものではなく、原子力安全委員会の医療分科会の

資料「医分第 22-4 号（2010.1.26）」に述べられているとおり、

甲状腺被ばくを 100mSv に抑えるためのスクリーニングレベルで

ある。「医分第 22-4 号」を要約すると、以下のとおりである。 

・体表面汚染のスクリーニングレベル 40Bq/cm2 は、放射性ヨウ

素の吸入に的を絞り、幼児を基にした甲状腺の線量 100mSv に基

づいている。甲状腺 4gの幼児が I-131 を 0.3μCi、甲状腺に取

り込めば 24 時間後の甲状腺線量は 100mSv になる。 

・空中に浮遊するヨウ素の沈着速度（約 0.1 から 1cm/s）と、ヨ

ウ素の空気中濃度 0.3μCi/cm3 から、甲状腺が 100mSv 被ばくし

た時の沈着面上（＝皮膚上）の沈着量を求めると 40Bq/cm2 とな

る。 

・実際にスクリーニングを行うとき、I-131 が皮膚上に 40Bq/cm2

存在する場合、GMサーベイメータの計数値は約 13,000cpm であ

（除染の基準について） 

 ＯＩＬ４は、表面汚染からの不注意な経口摂取、皮膚汚染か

らの外部被ばくを防止するために除染を講ずるための基準とし

て設定しているものであり、甲状腺被ばくを抑制するためのも

のではありません。 

ＯＩＬ４の設定に当たっては、旧原子力安全委員会が東京電

力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた防災対策の見直

しの考え方、東京電力福島第一原子力発電所事故におけるスク

リーニングの実態及び教訓、ＩＡＥＡの除染に関する基準等を

踏まえて設定したものです。 
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る。このレベルは通常時のバックグラウンド値の約 200 倍であ

る。 

福島の事故当時、この値が体表面の除染のスクリーニングレベ

ルと取り違えられて運用されたため、現指針でも OIL4 に記載さ

れているが、上記の要約よりわかるように、13,000cpm は甲状腺

被ばくのスクリーニングレベルである。吸入により内部被ばくし

た甲状腺は、皮膚を除染してもその被ばく量は減らないので、

13,000cpm は OIL4（除染）とは関係がない値である。事故当時、

13,000cpm を除染のスクリーニングレベルとした防災指針の運用

は誤りであって、それを引き継いでいる現指針も本マニュアル案

も誤りである。現指針の誤りを認めた上で、OIL4 の皮膚の除染

については、皮膚の被ばくの限度（包括的判断基準）及び対応す

るスクリーニングレベルを改めて設定し直す必要がある。 

６ ５．除染を講ずるための基準値は甲状腺被ばく 50msv 以下に相当

する 6000cpm 以下にして下さい。 

７ 除染を講ずるための基準値 40,000cpm は高すぎます。 

８ ・除染を講ずるための基準値 40,000cpm は高すぎる。 

実際に計測していて、装置の検出限界が超えてしまったため

に、急きょ現場判断で 10万 cpm まで引き上げられたことが、政

府事故調などでの調査でも明らかになっています。原発事故後の

汚染の実態に、人体が適応できるわけではありません。ゴールポ

ストを動かして、人手や経費などを優先してなるだけ除染をしな

くてよいようにしようとするのではなく、人命人権を優先して定

められてきた福島原発事故以前の基準に戻してください。それが

保障できないのであれば、そのような（安全確保が保障できな

い）避難が必要となるような原発を稼働させないでください。 

９ b.40,000cpm の誤り (甲状腺被ばくについて) 
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表 1のもう一つの初期設定値 40,000cpm も、以下のとおり

13,000cpm から導出された値であって、除染の基準ではない。原

子力規制委員会原子力災害事前対策等に関する検討チームの資料

「平成 25年 2月の原子力災害対策指針改定における防護措置の

実施の判断基準（OIL：運用上の介入レベル）の設定の考え方

（平成 25年 3月）」によれば、OIL4 については、「事故後の対応

において、体表面汚染や物品汚染のスクリーニングレベルは、当

初、40Bq/cm2 に対応する GM サーベイメータで 13,000cpm が用い

られた。しかしながら、バックグラウンドレベルが上がり、汚染

の有無の識別ができない等、実効的な運用ができない状態とな

り、100,000cpm に引き上げられた。今回、スクリーニングを実

施した 192,933 人中 100,000cpm を超えた人数は 102 人で、

13,000 から 100,000cpm の人数は 894 人であった。」という経緯

があり、その結果「100,000cpm 以下で、かつ、バックグラウン

ドの影響が相対的に小さくなる数値のうち最低の水準（バックグ

ラウンドのノイズに信号が埋まらないレベルとして 3倍程度の余

裕を見込む水準）として 13,000×3＝約 40,000cpm が適当な水

準」とされたことがわかる。 

しかし、a.で述べたとおり、13,000cpm は単なる体表面汚染や

物品汚染の基準ではなく、甲状腺被ばくの包括的判断基準である

100mSv に相当する皮膚の表面汚染密度である。13,000cpm を超え

た 102+894 人は、甲状腺に 100mSv を超えて被ばくし、

100,000cpm を超えた 102 人は甲状腺に 1Sv 前後の被ばくをした

のである。 

現指針では、バックグラウンドが高いことを理由に、事故から

1か月間は漠然とした余裕を見て 13,000cpm が 3倍され、

40,000cpm とされているが、このようにすると、甲状腺被ばく量

が 300mSv まで容認されることになる。事故直後にこそ甲状腺被

ばくを避けなければならないのに、事故から 1か月もの間、基準

 甲状腺の被ばく線量を推定するために行う測定（甲状腺被ば

く線量モニタリング）は、放射性ヨウ素の吸入による甲状腺へ

の集積の程度を定量的に把握し、被ばく線量を推定するために

実施します。 

甲状腺被ばく線量モニタリングについては、原子力災害時に

おける避難退域時検査及び簡易除染マニュアルとは別に甲状腺

被ばく線量モニタリングの実施に関するマニュアルを策定する

こととしています。 

甲状腺被ばく線量モニタリングの対象者は、ＯＩＬ１又はＯ

ＩＬ２に基づく避難又は一時移転を指示された住民等（放射性

物質が放出される前に予防的に避難した住民等を除く。）であ

って、19歳未満の者、妊婦及び授乳婦を基本としています。 

このように、甲状腺被ばく線量モニタリングの対象者は、す

べて避難退域時検査の対象者でもありますが、避難退域時検査

の結果（除染を実施すべき基準（ＯＩＬ４等）以下であるか否

か）にかかわらず、上記の要件に該当する者をその対象者とし

ています。したがって、甲状腺被ばく線量モニタリングの対象

者を選定するための基準を避難退域時検査における除染を講ず

るための基準に設ける必要はありません。 

また、甲状腺被ばく線量モニタリングの結果に基づく放射性

ヨウ素による甲状腺の内部被ばく線量の推定等は、外部被ばく

や他の内部被ばくを含めて、それらの被ばく線量の推定のあり

方や住民等への説明等のあり方について、関係府省と連携して

検討していきます。 

安定ヨウ素剤については、別紙２の７頁以降の解説編 No.３

から No.９への考え方を参照ください。 
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を 3倍にして甲状腺の被ばく量 300mSv を容認している現指針も

本マニュアル案も誤りであるから、訂正する必要がある。 

10 ２．内部被ばくについて、表面汚染からの吸入と経口摂取しかあ

げられていないが、プルームによる甲状腺被ばくの把握、検査箇

所に甲状腺周りも追加して下さい。 

11 （除染を講ずるための基準 ８頁） 

ＯＩＬ４はベータ線で４０，０００だが、内部被ばく特に甲状

腺被ばく検査の基準が示されていない。ＩＡＥＡはＯＩＬ８を定

めているが、日本にはＯＩＬ８がなく、ＯＩＬ４で代用するに

は、数値が高すぎる。事故前の１３，０００ｃｐｍ は甲状腺被

ばく１００ｍＳｖに相当するものとして、決められていた。避難

退域時検査はバックグランドが低いところで行うことが前提にな

っているのに、３倍くらいならバックグランドの影響は出にくい

だろうと実験等一切の根拠もなく３倍の値にしている。４０，０

００ｃｐｍは小児の甲状腺被ばく３００ｍＳｖに相当する。子ど

もに被ばくを強要する酷い基準だ。福島事故後基準を１０万ｃｐ

ｍに引き上げ、御用学者がニコニコ笑っていれば病気にならない

と語った言葉を信じた結果が小児甲状腺がん３００人になったの

ではないのか。除染をしても内部被ばくは消えない。除染の基準

ではなく、甲状腺内部被ばくの測定基準を明記すべきだ。 

12 このマニュアルは、福島第一原発事故による健康被害を無かっ

たもののように扱い、事故前以上に住民等関係者の安全を軽視し、

検査を簡略化している。事故から１１年経つが、小児甲状腺がん

を初め、様々な健康被害を聞く。国も「専門家」も事故と無関係

というが、事故前と比較すると明らかに健康被害の増加を示すデ

ータがある。福島県民健康調査による３００人の小児甲状腺がん

を初め、福島県からの避難者に聞けば事故後の１０年で、癌や心

筋梗塞で思いがけない死亡例をそれぞれが語る。わずか１，０８

０人の子どもの測定結果で被ばく線量を決めつけるのではなく、
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健康被害の実態を直視した上で住民の健康を守るための検査を計

画するべきだ。 

13 ◆避難退域時検査の目的として、プルームによる甲状腺被ばくの

把握を追記すること（検査の目的 ４頁） 

検査の目的として、内部被ばくについては、「表面汚染からの

吸入」と「経口摂取」しかあげられていません。プルーム通過時

の甲状腺被ばくについては考慮されていません。福島原発事故前

の自治体のマニュアルでは、頸部も検査箇所として指定されてお

り、検査の目的として甲状腺被ばくの把握が念頭に置かれていま

した。そのため、検査の目的に、内部被ばくについて、プルーム

による甲状腺被ばくの把握を追記するべきです。 

14 甲状腺被ばくを抑制するために設定された基準値を、除染を講

ずるための基準値（ＯＩＬ４）にすり替えてはならない。除染を

講ずるための基準値 40,000cpm は高すぎる。甲状腺被ばく

300mSv に相当。マニュアル案８頁の「表１  除染を講ずるため

の基準」は、ＯＩＬ４として 40,000cpm となっています（cpm は

１分間の放射線カウント数（count per minute））。この

40,000cpm は、福島事故前の 13,000cpm を３倍にしたものです。

しかし、もともとこの値は、甲状腺被ばくを抑制するために設定

された基準値でした(13,000cpm は甲状腺被ばく 100mSv に相

当）。それを除染を講ずるための基準値（ＯＩＬ４）としてすり

替えてはなりません。40,000cpm は小児の甲状腺被ばく 300mSv

に相当します。これを基準値とすれば、300mSv 以下の甲状腺被

ばくを容認することになってしまいます。そのため、除染のため

の基準値は、少なくとも甲状腺被ばく 50mSv 以下に相当する

6000cpm 以下にする必要があります。また、除染を講ずるための

基準値（ＯＩＬ４）とは別に、甲状腺被ばくを抑制する判断基準

として、安定ヨウ素剤服用基準である 50mSv、小児・妊婦等には

ＷＨＯの基準である 10mSv を、原子力災害対策指針でも、マニュ

アル案でも明確に設定しなければなりません。 
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15 検査の目的と検査箇所では、甲状腺被ばくの考慮すること追加

すべきです。（4頁） 

プルーム通過時の甲状腺被ばくについては考慮されていませ

ん。これも考慮すべきなので、検査の目的に、プルームによる甲

状腺被ばくの把握を追記すべきです。（22頁） 

 住民の指定箇所検査は、２２頁の「図４ 住民等の指定箇所検

査」で、甲状腺周り（頸部）は検査から外れています。住民の安

全を守るため、早期に甲状腺被ばくの状況を把握する必要から、

「指定箇所検査」に甲状腺周り（頸部）も追加すべきです。 

16 除染を講ずるための基準値 40,000cpm は高すぎます。少なく

とも 6000cpm 以下にする必要があります。（8頁） 

 40,000cpm は小児の甲状腺被ばく 300mSv に相当しまする。こ

れを基準値とすれば、300mSv までの甲状腺被ばくを容認するこ

とになってしまいます。それではダメで、除染のための基準値

は、少なくとも甲状腺被ばく 50mSv 以下に相当する 6000cpm 以

下にする必要があります。また、除染を講ずるための基準値（Ｏ

ＩＬ４）とは別に、甲状腺被ばくを抑制する判断基準として、安

定ヨウ素剤服用基準である 50mSv、小児・妊婦等にはＷＨＯの基

準である 10mSv を、原子力災害対策指針でも、マニュアル案で

も明確に設定するべきです。 

17 原子力災害時の避難退域時検査および簡易除染マニュアル案に

ついて、住民と職員の安全を守るために、以下に意見を述べる。 

１．4頁「検査の目的」に、「プルームによる甲状腺被ばくの把

握」を追記すべきと考える。 

避難退域時検査の目的(4頁)として、「住民等が避難や一時移

転を行うにあたって、皮膚表面に汚染がある場合には皮膚被ばく

のおそれがある。また、放射性物質が体表面や携行物品、避難に

用いる車両等を汚染 していて、その放射性物質が、物の表面か

ら移行しやすい場合には、それらの放射性物質の吸入や経口摂取

による内部被ばくのおそれがあり」とし、内部被ばくの原因が、
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放射性物質が体や物品に付着している場合しか想定されていない

が、放射性プルームが通過している際に屋外や気密性の低い建物

内にいて直接呼吸等で内部被ばくする可能性が想定されていな

い。 

18 ３.8 頁「除染を講ずるための基準」について、40,000cpm は小児

の甲状腺被ばく 300mSv に相当し、高すぎる。この値を基準にす

ると 300mSv 未満の被ばくを容認することになる。小児の甲状腺

被ばくは多くとも 50ｍSv までにすべきなので、除染を講ずるた

めの基準は 6,000cpm 以下にすべき。また同時に、安定ヨウ素剤

服用基準である 50mSv、小児と妊婦等には WHO の基準である 10ｍ

Sv を、原子力災害対策指針およびマニュアル案でも明確に設定

すべき。 

19 検査の目的に、甲状腺被ばくを含むべき。 

20 ◎マニュアル案の P4,「このため、避難退域時検査二よっ

て・・・・不可欠なものである。」に対しての意見。 

 避難退域時検査場での測定等は、半減期の短いヨウ素 132 やヨ

ウ素 133 による被ばくを考慮していないと思われるが、その理由

は？ 

 改定した原子力災害対策指針で、ある程度以上の空間線量を超

えた地域の 19歳未満の住民および妊婦の測定をするとなってい

るが、空間線量や年齢などの制限をかけず、希望する住民すべて

の直接の測定を行い、その記録データを配布すべき。（何の落ち

度もないのに、避難を強いられる住民にとって、当然の権利であ

る。） 

21 避難退域時検査の目的（４頁）については、表面汚染からの吸

入及び経口摂取による内部被ばくについてしか書かれていない。 

プルーム通過時の被ばく、特に放射性ヨウ素による甲状腺被ばく

の把握を目的に明記すべきである。甲状腺被ばくを把握し、健康
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管理に役立てることを重要な目的として位置づける必要がある。

そのためには、甲状腺周りの線量測定を明記する必要がある。 

22 本件マニュアル案 p.8 の「6.除染を講ずるための基準」におい

て、住民等の除染の基準が OIL4 とされ、β線 40,000cpm とのこ

とだが、東電福島原発事故前は、当該除染の基準は 13,000cpm で

あった。13,000cpm は、1歳児の場合、甲状腺等価線量 100mSv に

相当する内部被ばくの恐れがあるとして設けられた基準である。

WHO は、小児や妊婦のヨウ素剤服用基準を 10mSv としていること

を踏まえると、40,000cpm という除染の基準はあまりにも高すぎ

る。   

 福島県が実施する甲状腺検査では、子どもの甲状腺がんが多発

しており、原発事故との因果関係についてはまだ明らかにされて

いないが、福島県立医大の担当医師は、必要のない手術をしたよ

うな例はないと断言していることから、スクリーニング効果など

ではなく、多発は事実であり、全国的に子どもに甲状腺が んが

多発しているとは聞かれないので、原発事故による被ばくの影響

を疑い、原子力防災においては、住民の被ばく低減を徹底すべき

であるから、除染の基準は少なくとも東電福島原発事故前の

13,000cpm よりも低い値に設定をすべきである。 

23 避難退域時検査の重要な目的は、甲状腺などの被ばくを正確に

把握し記録することである。検査結果を記載した証明書を、住民

全員に配布すべきである。検査場所や検査日時を記載するだけで

なく、検査結果を記載することが必要である。 

24 東電福島原発事故の際には初期被ばくスクーリングができず、

疎かになり、また、適切なヨウ素剤の配布がなされていなかった

為に約 300 名の人が甲状腺がんを発症している。その結果、政府

は被ばくとの因果関係を認めず、過剰診断と言い出して執刀医の

名誉を毀損するばかりでなく、多くの患者を苦しめる事に至って

いる。広島の黒い雨訴訟によりやっと認定された人がいる事から
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も低線量被ばくを認めるのに長い年月がかかり、いまだにこれを

認定する事ができずに今に至り尚且つ原発を動かしている現状を

考えるならば、厳格な検査をする事こそ、世界最高水準の安全基

準を誇る我が国において当然の責務である事は、自明である。よ

って、以下を提案する 前提として、放射能の感受性は個人差が

あるので代表者だけ測定するのではなく、全員を測定すること 

1 初期被ばくスクーリング 

高性能ホールボディーカウンターによる測定 

2 鼻スミア 

3 尿セシウム 

4 土壌測定 

5 バスのエアフィルター 

6 セシウムだけでなくベラルーシのようにストロンチウムも測

定する事。 以上 

追記 ヨウ素剤の服用の有無 

25 福島県が実施する甲状腺検査では、子どもの甲状腺がんが多発

しており、原発事故との因果関係についてはまだ明らかにされて

いないが、福島県立医大の担当医師は、必要のない手術をしたよ

うな例はないと断言していることから、スクリーニング効果など

ではなく、多発は事実であり、全国的に子どもに甲状腺が んが

多発しているとは聞かれないので、原発事故による被ばくの影響

を疑い、子供の除染の基準は少なくとも東電福島原発事故前の

13,000cpm よりも低い値に設定をすべきである。また、各個人に

検査結果を交付するとともに、記録を自治体において保管するよ

う求める。 

26 

 

(2)甲状腺被ばく線量モニタリングに関する記載が欠落 

現指針 77ページでは「6 甲状腺被ばく線量モニタリング」が

規定されている。すなわち、放射性ヨウ素の吸入による甲状腺へ

の集積の程度を定量的に把握し、被ばく線量を推定するために、

立地道府県等は、協力機関、原子力事業者、拠点病院、高度被ば
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く医療支援センター等の協力を得て、OIL に基づく防護措置とし

て避難又は一時移転を指示された地域に居住する住民等（放射性

物質が放出される前に予防的に避難した住民等を除く。）に対

し、甲状腺被ばく線量モニタリングを実施することを定めてい

る。その場合、簡易測定は、スクリーニングレベルを 0.2μSv/h

とし、NaI（Tl）サーベイメータを用いること、詳細測定は甲状

腺モニタを用いて実施することとされている。 

このように、指針本文には甲状腺被ばく線量モニタリングが規

定されているにもかかわらず、本マニュアル案には甲状腺被ばく

線量モニタリングに係る記載が欠落している。指針の規定に対し

て具体的な作業を定めなければならないマニュアルとして、明ら

かな欠陥である。 

立地道府県等において、甲状腺被ばく線量モニタリングの実施

時に困惑が生じないように、本マニュアル案において作業の具体

的手順、たとえば、GM管による計測と NaI（Tl）サーベイメータ

による計測の実施順序などを示すべきである。 

なお、上記のスクリーニングレベル 0.2μSv/h は甲状腺被ば

く量 100mSv に対応するとされているが、令和 3年度第 73 回原子

力規制委員会（2022.3.23）で山本長官官房放射線防護グループ

放射線防護技術調整官が「安定ヨウ素剤の服用基準である

50mSv」と明言している（議事録 23ページ）ので、スクリーニン

グレベルは、少なくとも甲状腺被ばく量 50mSv に対応する

0.1μSv/h とすべきである。 

27 

 

１ 代表者だけの検査で済ますのではなく、全員を検査する必要

がある 

 マニュアル案では、住民の避難退域時検査について、以下のよ

うに記している。 

バス等で退避する場合は「近隣の地区の住民等が集合場所に集合

して乗り合わせて行動をとることから、同じ車両で避難行動をと

(検査の方法について) 

 避難退域時検査は、住民等の避難や一時移転の迅速性を損な

わないように科学的に合理性があり信頼性と効率性を確保でき

る方法で実施する必要があります。 

このため、まず車両を検査し、除染の基準値を超える場合に

は、その乗員の代表者を検査することとし、さらにその代表者
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る住民等はそれぞれの集団として概ね同じような行動をとると考

えられる」（避難退帯時検査の方法６頁）。 

 そしてこのような判断から、人の検査は、車両が基準値を超え

ていれば代表者を検査、代表者が基準値を超えていれば全員の検

査という手順になっている。 

 しかし、集合場所に集まる住民が、同じ地区内でも集まるまで

に同じような行動をとっているわけではないことを考慮すべきで

ある。事故前に自宅内に居た人と自宅から離れた畑で働いていた

人では受ける被ばく線量が異なる。 

 そのため、人の検査は代表者だけでなく、すべての住民に実施

しなければならない。 

が除染の基準を超える場合には、乗員全員を対象にして検査を

行うことにしています。 

その際、集合場所に集合してバス等で移動する場合には、そ

の乗員を同じような行動をとった集団に分類した上で各集団の

代表者を検査することにしています。 

また、ＵＰＺ内の住民等は、全面緊急事態に至った段階で、

屋内退避の指示がなされ、屋内退避の防護措置をとることによ

って放射性物質の付着等の低減を図ることになるので、車庫に

駐車していた場合でも、当該車両は、屋内退避を行っていた住

民等と同程度の汚染と考えられます。 

人に対する検査方法は、ゲートモニタによる測定では、指定

箇所（頭部、顔面、掌、靴底）のそれぞれについてゲートモニ

タのセンサーとの距離が異なることなどから、同時に正確な測

定を行うことが技術的に困難であるため、GM サーベイメータに

よる汚染検査を基本としています。 

 なお、GM サーベイメータによる測定と比べて、指定箇所の測

定について同時に同等以上の正確性を有する測定性能を有し、

かつ検査時間が同程度以下にすることが可能である測定方法

（ゲートモニタを含む。）であれば、それを排除するものでは

ありません。 

28 ３．代表者の検査だけでなく、全員の検査が必要だと思いますの

で全員の検査にして下さい。 

29 （避難帯域時検査６～７頁） 人の検査は、まずバス等の車両を

検査し、車両が基準値を超 えていれば代表者を検査、代表者が

基準値を超えていれば全員の検査という手順になっている。車庫

にあった車に乗って外で活動していた人が移動した場合、車両が

基準以下だから大丈夫と言えるのか、複数人が乗っていれば複数

人の行動履歴がある。代表者だけの測定で済ますのはあまりに杜

撰だ。 

滋賀県の避難訓練では、ゲートモニターを使って効率よく検査

を進めていた。マニュアルではゲートモニターは車両用しか書か

れていない。人も効率よく検査をするためにゲートモニターを使

って全員の検査をするべきだ。 

30 人の検査では、車両の汚染とは関係なく、代表者に限ることな

く、全員の検査が必要です（避難退域時検査の方法 ６？７

頁）。 

マニュアル案では、人の検査は、まずバス等の車両を検査し、

次に車両が基準値を超えていれば代表者を検査、そして代表者が
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基準値を超えていれば全員の検査という手順になっています。マ

ニュアル案は「近隣の地区の住民等が集合場所に集合して乗り合

わせて行動をとることから、同じ車両で避難行動をとる住民等は

それぞれの集団として概ね同じような行動をとると考えられる」

となっています。しかし、「近隣の地区の住民」でも集合場所に

集まるまでの距離や経路は異なり、それによって汚染や被ばくの

状況も異なることは、当然のことです。同じバスに乗っても、住

民の状況は異なるため、車両の検査の次に、代表者の検査ではな

く、すべての住民の検査を最優先にすべきです。そうでなけれ

ば、代表者以外の住民は、検査を受けることもできず、検査なし

に「通行証」を受け取ることになり、汚染はなかったことにされ

てしまいます。住民の安全を顧みないマニュアル案は撤回すべき

です。すべての住民の検査を実施すると明記しなければなりませ

ん。 

またマニュアル案では「自家用車やバス等の車両は、ＵＰＺ内

の自宅等において一般的に屋外で駐車されており、住民等が乗車

して屋外を走行して避難退域時検査場所に移動するため、屋外で

の駐車中や移動中に外気や路面に触れていることから、乗車した

者よりも放射性物質がより多く付着し汚染の程度が高いと考えら

れる」となっています。しかし、これと反対の状況も容易に想像

できます。自家用車はシャッター付きの車庫にあり、住民は畑で

仕事をしていた場合など、車両の汚染の方が高いとは限りませ

ん。そのため、人の検査は、車両の汚染とは関係なく、すべての

住民に実施する必要があります。 

31 代表者の検査に限定せず、全員の検査が必要です。（6？7

頁） 

 集合場所に集まる住民が、同じ地区内でも集まるまでに同じよ

うな行動をとっているわけではありません。マニュアル案では、

代表者以外の住民は、検査を受けることもできず、検査なしに

「通行証」を受け取ることになり、汚染はなかったことにされて
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しまう危険があります。また、自家用車はシャッター付きの車庫

にあり、住民は畑で仕事をしていた場合などでは、車両の方が汚

染の高いとは限りません。そのため、人の検査は、車両の汚染と

は関係なく、すべての住民に実施するべきです。 

32 ２．６頁「避難退域時検査の方法」について、代表者だけでなく

全員を検査すべきと考える。 

屋内退避後、ＵＰＺ内の住民等の避難や一時移転を自家用車、

バス等で行う場合は近隣の地区の住民等が「集団として概ね同じ

ような行動をとると考えられる。」としているが、集合するまで

にどのような行動をとるかは人によって違うため、汚染の度合い

は必ずしも同じとは限らない。屋内退避から集合するまでに高濃

度に汚染されている物品に触れてしまっていても、代表者でない

場合は素通りになってしまう。従って、退域時検査では代表者だ

けでなく全員を検査すべきだ。 

33 検査対象は代表者のみではまったく不十分であり、全員の検査

が必要です。 

34 ・代表者の検査ではなく、全員を検査してください。 

避難を受け入れる側の自治体住民としては、放射性物質を着衣

などに付着させたままでは、避難者ご本人の体調変化にも責任持

てませんし（避難先の医療を逼迫、ご本人も適切な医療措置を受

けられない懸念あり）、また放射性物質を県外に持ち込まれ、汚

染被害拡大の元にもなり、また避難者への差別の原因ともなり得

ます。 

35 本件マニュアル案 p.7 の「5.避難退域時検査の方法」では、「2 

検査の結果が車両や携行物品の除染を講ずるための基準(以下

「物品等の除染の基準」という。)を超える場合には、乗員の代

表者(避難行動が同様の行動をとった集団のうちの 1名)に対して

検査を行う。3 この代表者が OIL4 を超える場合には、乗員の全

員に対して検査を行う。」としているが、避難行動は同様として
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も、避難前の行動は各人でかなり異なると思われることから、代

表者のみの検査ではなく全員の検査を行うべきである。その場

合、各個人に検査結果を交付するとともに、記録を自治体におい

て保管するよう求める。どうしても迅速性を優先するのであれ

ば、子どもについては全員検査を実施すべきである。 

36 バス等で避難する場合、車両の汚染が基準値以上の場合のみ、

搭乗者の検査を行うという論理は明らかにおかしい。主たる被ば

くが、車両で避難中に生じるものと決めてかかっている。避難の

ための集合場所に向かう前に、放射性ヨウ素による被ばくをする

可能性を除外している。車両の汚染と関係なく、また代表者に限

ることなく、全員の検査を行うべきである。検査の効率化は、十

分な監査場所の確保や、検査体制の充実によって進めるべきもの

である。 

37 避難住民の立場に立てばよくわかるが、自分が被ばくしている

のかしていないのか、どれだけ被ばくしているのかをきちんと知

りたい。マニュアルに沿えば、全く検査を受けずに通行証だけを

もって避難する人がいる。これは、福島事故以上に住民に不安を

抱かせるマニュアルだ。福島事故後、国は調べない、知らせない

で責任を放棄してきたが、計画段階で調べない、知らせないと謳

うのは、まさに人権侵害だ。全員の検査を行い、測定結果の数値

を本人に知らせることを明記するべきだ。滋賀県は悉皆検査と結

果の通知を避難計画に明記している。地方公共団体に任せるので

はなく、国は全国で住民本位の検査ができるよう計画を立て直し

てほしい。 

（検査結果の通知について） 

 避難退域時検査は、避難や一時移転を行う住民等に対し、除

染を実施すべき基準以下であるか否かを確認する検査であり、

検査を終了した際には、当該検査を終了した旨の通行証を発行

することとしています。 

なお、住民等の個人の被ばく線量については、避難退域時検査

とは別に、外部被ばくや内部被ばくを含めて評価・推定を行う

必要があります。このため、住民等の個人の線量推定のあり方

や、評価・推定等に関する住民等への説明等のあり方について

は、今後、関係府省と連携して検討することとしています。 

38 住民の安全を軽視する、検査と除染の簡略化に反対します。 （避難退域時検査の迅速性と信頼性について） 

避難退域時検査及び簡易除染は、避難や一時移転を行う住民

等に対して避難経路の途上で行うため、住民等の負担軽減の観

点から、迅速性を損なわないようにする必要があります。この

ため、その実施方法は、全体的な信頼性を損なわず、科学的に
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合理性があり、信頼性と効率性を確保できる方法としていま

す。 

39 １）＜該当箇所＞ ６頁 上から 19 行目 

＜内容＞ 

・「また、避難退域時検査場所を経由せずに移動する住民等に

は、～」とあるが、検査を受けるよう誘導する必要があるので、

「また、住民等が避難退域時検査場所を経由せずに移動すること

がないよう、適切に、～」とすべきと考えます。 

（移動する住民等の誘導について） 

 住民等が避難退域時検査場所を経由せずに移動しないよう注

意喚起や周知を行うことは当然ですが、それでも避難退域時検

査場所を経由せずに移動する住民等には、当該検査場所へ誘導

することが必要です。このため、当初案のとおりとします。 

40 ２）＜該当箇所＞ ６頁 下から８行目 

＜内容＞ 

・「～住民等の避難や一時移転の迅速性を損なわないよう～」と

あるが、避難退域時検査場所は避難や一時移転の指示区域外に設

置されるので、住民等の被ばく線量を低減する観点から検査を優

先すべきと考えますが、文中の「迅速性」の趣旨を明確にしてい

ただきたい。（避難退域時検査は、被ばく評価の一環ではなく、

あくまで除染基準を超える者の除染が目的であり、避難所への移

動を優先するということですか） 

・原子力災害に伴う、住民等の被ばく線量（外部被ばく及び内部

被ばく）は、どのように評価するのですか。また、甲状腺被ばく

線量モニタリングの詳細測定の結果により、その後の経過観察

（超音波診断）等を実施する甲状腺被ばく線量はどの程度です

か。 

（迅速性の重要性について） 

 避難退域時検査や簡易除染は、避難や一時移転を行う住民等

に対して避難経路の途上で行うため、住民等の負担の軽減の観

点から、迅速性を損なわないようにする必要があります。ま

た、住民等を受け入れる関係地方公共団体には、円滑に受け入

れていただく必要があります。このため、避難退域時検査や簡

易除染の実施に当たっては、全体的な信頼性を損なわず、科学

的合理性があり、かつ迅速な避難や一時移転が妨げられないよ

う効率性を確保することが重要と考えます。 

（避難退域時検査の目的と被ばく線量評価について） 

 避難退域時検査は、放射性物質による表面汚染の程度を把握

し、除染を実施すべき基準以下であるか否かを確認するために

行うのものであり、被ばく線量の評価を行うものではありませ

ん。住民等の被ばく線量の評価・推定等のあり方については、

今後、関係府省と連携して検討することとしています。 

41 ３）＜該当箇所＞ ７頁 図１ 

＜内容＞ 

図１の中に検査の横に、OIL４超過、OIL４超過と二つの矢印が

あるが、これは、簡易除染は２回までを表現しているのですか。

仮に２回を表すならば、OIL４超過の矢印の間に「再検査」と表

示すべきと考えます。（＊車両や代表者の検査と整合を図り、矢

（検査及び簡易除染の手順について） 

 図１に示しているのは、「代表者」の「検査」の結果、「ＯＩ

Ｌ４超過」の場合には、「代表者を除く乗員」に対して「検

査」を行い、その結果「ＯＩＬ４超過」の場合には、「乗員の

簡易除染」を行う手順を示しています。そして「乗員の簡易除

染」を行ってもなお「ＯＩＬ４超過」の場合には「Ｂ」（拠点
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印を一つにすることも考えられる）・また、仮に２回の検査を表

すならば、図１の下にあるＢの説明は、「２回簡易除染しても

OIL４を超える住民等については～、２回簡易除染しても～」と

表現すべきと考えます。 

病院等での処置）に進む手順を示しています。これは、簡易除

染の行う回数を示すものではありません。したがって、当初案

のとおりとします。 

42 ５）＜該当箇所＞ ９頁 上から 13 行目 

＜内容＞ 

・「～国の委託事業による専門の研究機関の調査研究の結果～」

とあるが、そのデータが分かるよう報告書の正式名称を注釈とし

て記載すべきと考えます。（本マニュアル（案）の 20頁の脚注

５参照） 

（出典の名称及び公開について） 

 御指摘を踏まえ、注釈として報告書の名称（令和２年度内閣

府原子力防災研究事業「その他放射線防護対策に係る調査研究

の実施及び施策への反映のための知見の整理」第二分冊（その

２）令和３年３月 国立研究開発法人日本原子力研究開発機

構）を追記します。 

 また、当該報告書については、国立国会図書館に収蔵してい

ますので、国立国会図書館において閲覧が可能です。 

43 ◎P9 の簡易除染の方法 令和 2年度内閣府原子力防災研究事業

について 

 重要な問題であり、差異がないということに、疑義がありま

す。是非とも検証したいと考えます。国の事業でありますから、

多くの人が検証できるように、簡単にアクセスできるように公開

してください。 

44 （２）Ｐ．９（７．簡易除染の方法） 

『国の委託事業による専門の研究機関の調査研究の結果（令和２

年度内閣府原子力防災研究事業）により、車両の簡易除染につい

て流水による除染と拭き取りによる除染がその効果に置いて有意

な差異が認められないことが示されたことから、排水処理作業等

の合理化の観点も考慮して拭き取りを基本とする』 

とありますが、こちらの委託研究の内容・結果は公開されていま

せん。行われた検討内容が非公開では、当該委託事業の結果から

導かれた車両の流水除染を拭き取り除染に置き換えられるという

結論が妥当なものか、検証が不可能です。今回のマニュアル改正

の技術的根拠の部分なのですから、改正の正当性を示すため、こ

の研究の報告書は公開すべきだと考えます。 
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45 ６）＜該当箇所＞ 10 頁 上から３行目 

＜内容＞ 

・「～措置や対応する医療従事者は防護具を装着する～」とある

が、具体的な防護具を記載するか、例示すべきと考えます。（本

マニュアル（案）の 17頁の表３にある「要員防護装備」と同じ

装備ですか。） 

（医療従事者の防護具について） 

 簡易除染を行ってもなおＯＩＬ４を超える住民等に対して

は、原子力災害拠点病院等の適切な処置を行える機関で対応す

ることになります。このような医療機関が備えるべき要件とし

て、原子力規制庁では、「原子力災害拠点病院等の役割及び指

定要件」（令和４年４月全部改正）を定めており、各医療機関

の備えるべき施設や体制等の要件に加え、参考資料として、

「【参考１】拠点病院が整備する備品、資機材の例」を示して

おり、その中で、放射線測定器、除染用資機材、汚染拡大防止

用資機材の具体例を示しています。 

46 ７）＜該当箇所＞ 11 頁 上から１行目 

＜内容＞ 

・「～健康リスクが高まると判断される要配慮者については、避

難所等にそのまま移動し、～」とあるが、この場合は、車両検査

で物品等の除染の基準を超えたので、要配慮者の検査を行う必要

があると想定されるが、文中の「そのまま」の趣旨を明確にして

いただきたい。（車両検査もせず、そのまま、避難所に移動する

ということですか） 

(健康リスクが高まる者への配慮について) 

 避難退域時検査及び簡易除染によって健康リスクが高まると

判断される住民等については、体調等が悪化しないように十分

配慮することが必要であり、必要に応じて、避難退域時検査場

所を経由せずに、避難所等にそのまま移動し、避難所等で健康

上の配慮を行いつつ検査することも必要となります。また、避

難退域時検査の途上で体調が悪化する場合には、検査を中断し

て避難所等に移動することも考えられます。いずれにせよ、健

康リスクが高まる者に対しては、その容態に応じて適切な対応

が求められます。 

47 ウエットティッシュでのふき取りでは車両は除染できません。

流水除染を基本とすること。マニュアル案の車両の簡易除染は、

「指定箇所検査」にならって、タイヤの側面等をウエットティッ

シュで拭き取ることになっています。これは、内閣府の研究・試

験結果である「流水除染と拭き取り除染の効果では有意な差がな

い」を基に、ウエットティッシュによる拭き取り除染を基本とし

ています。しかし、内閣府の試験そのものが、タイヤの接地面で

はなく、タイヤ側面のゴム部分（サイドウォール）での試験であ

り、さらに、新品のタイヤで、わずか 10ｃｍ 四方程のタイヤの

一部を切り出して試験しているにすぎません。このような試験で

（簡易除染の方法について） 

御指摘の調査研究事業は、国（内閣府）の委託を受けて原子

力の専門機関である国立研究開発法人原子力研究開発機構が実

施した、避難退域時検査等における水洗浄及び拭き取りによる

除染効果等を評価したものです。その中で、タイヤについて

は、試験片を作成し、放射性セシウム及び放射性ヨウ素の溶液

を塗布して３～７日間静置した後に、水に濡らしたウエス等に

よる拭き取り及び流水による除染を実施して両者の除染効率を

比較し、その差異について分散分析法により評価した結果、有

意な差異がないとされたものです。その際、タイヤの試験片は
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「有意な差がない」などといえるはずもありません。最も汚染さ

れるタイヤ接地面の溝に付着している放射性物資を除染すること

が重要ですが、これは想定されておらず、無意味な試験と言わざ

るを得ません。 

★この試験の結論である「流水除染と拭き取り除染の効果では有

意な差がない」ことについて、規制委・規制庁として、どのよう

な確認を行ったのですか。回答を示してください。住民の安全と

避難先に汚染を持ち込まない為にも、流水除染を基本とすべきで

す。流水除染で生じた汚染水は、電力会社の責任で保管すること

を明記すべきです。 

実際の新品のタイヤから作成し、製造時の突起をあらかじめ除

去するなど実際の使用時に近い状態を設定しており、また除染

効果に有意な差がないことの要因として、タイヤの化学的特性

に着目した考察がなされています。 

原子力規制庁としては、内閣府が委託事業で実施した成果に

ついては、試験条件、試験方法及び試験結果の考察・評価等に

ついて適切に実施されて結論が導かれたものと考えます。 

なお、指定箇所検査において車両が基準値を超えた場合に

は、基準値を超える汚染箇所を詳細に特定する確認検査を実施

します。確認検査は、車両全面を手の届く範囲で検査をし、汚

染が確認された箇所について簡易除染を実施します。タイヤの

簡易除染は、水で濡らしたウエス等を用いて拭き取りを行いま

すが、強固に泥が付着している場合には、乾いた洗車用ブラシ

を用いて泥を落とし、シート等で受けてポリ袋等に回収しま

す。当該ポリ袋は、他の簡易除染等で発生した汚染物と同様に

分別し、その処理については、立地道府県等があらかじめ国及

び原子力事業者と協議の上定めた方法で行うことにしていま

す。 

48 ・9 頁, 本文 6行目 

「手足、顔、頭部などの露出した箇所は、ウェットティッシュ等

での拭き取りを基本とする。」とあるが、毛髪に付着した汚染は

ウェットティッシュでは除染しにくいのではないか。本人の了解

を得られた場合に限り、その場で毛髪を切る措置ができるとして

はどうか。簡易除染後もなお OIL４超であれば、原子力災害拠点

病院等で措置を行うことになるが、わざわざ毛髪を切るために原

子力災害拠点病院等へ搬送するとなれば手間がかかる。また、住

民にとってもその場で措置が完結した方が安心しやすいのではな

いか。原子力災害対策指針では、拭き取りや着替えにより行う旨

が記されているが、あくまで「基本とする。」であるから毛髪を

切ることは例外として認めて良いと考える。 

（頭髪の簡易除染について） 

 頭髪の簡易除染は、ウェットティッシュ等による拭き取りを

基本としています。ご提案の頭髪を切ることも除染の一つの方

法とは考えられますが、頭髪を切るための要員の確保や切った

頭髪の回収・処理等を考慮する必要があります。このため、洗

浄を含めた的確な除染や発生した汚染物を適切に回収・処理す

る観点から、原子力災害拠点病院等において行うことが適切で

あると考えます。 
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49 （５）旧マニュアルとの差異 

旧マニュアル（Ｐ．４）には、『「追加的な放出等の事態が予測さ

れる場合は、国からの指示により、臨時的に屋内退避などの対応

を行うことがあります。この場合は、屋内退避の指示が解除され

るまでの間は検査作業を中止し、その後は、国からの検査作業の

再開等の指示に従うこととなります。また、検査場所において測

定されたバックグラウンドの値に基づいた国からの指示（他の検

査場所への要員や資機材の移動等）にも従うことになります。」』

という記述がありましたが、改正案にはこれに相当する記載が見

当たりません。 

追加放出が見込まれる場合にも、国からは指示がなく、検査要員

は屋内退避せずに検査を続けるということでしょうか。それと

も、追加放出は考えなくてよいという前提なのでしょうか。ま

た、バックグラウンドの値が高まっていて、特に車両用ゲート型

モニタの判定に影響する状況でも、国からは移動等の指示はな

く、検査を継続しなければならないのでしょうか。追加放出もＢ

Ｇの上昇も十分ありえる話だと思いますので、そういった場合の

対応について記述を削除すべきではないと考えます。 

（追加放出がある場合の対応について） 

 避難退域時検査及び簡易除染の実施場所は、測定への影響を

できる限り低減する観点から、原子力災害重点区域の境界周辺

から避難所等までの経路上又はその近傍において、可能な限り

バックグラウンドの空間放射線量率の値が低い所を選定するこ

とにしており、また当該実施場所においては、定期的にバック

グラウンドの値を測定し、測定に影響があるようなバックグラ

ウンドの値の上昇がないかを監視することにしています。 

 しかしながら、追加放出がある場合も含めて放射性物質の拡

散の状況によっては、避難退域時検査の実施場所のバックグラ

ウンドの値が上昇して測定に影響を及ぼす場合も考慮する必要

があり、その場合に備えて代替の候補地をあらかじめ用意し、

当該事態に至る場合には避難退域時検査の実施場所を移転させ

る必要があります。このような観点から、本マニュアル案で

は、放出された放射性物質により、実施場所のバックグラウン

ドの値が上昇する場合に備えた対応、例えば同じ方向の原子力

災害重点区域外に代替の候補地をあらかじめ用意しておくこと

などを記載しています。（本マニュアル案 P.6） 

 なお、追加放出がある場合の具体的な対応については、放射

性物質の拡散状況や当該実施場所のバックグラウンドの値の上

昇等を踏まえて、避難退域時検査を中断して代替の候補地へ移

転する必要がある場合もあると考えられますが、その場合に

は、当該事態に応じて、国（原子力災害対策本部）や立地道府

県等において適切に判断・指示を行うこととしています。 

 

実務編 

１ ◎実施主体、実施場所等に関しての意見 （避難退域時検査の実施場所等について） 
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 避難退域時検査場の設営開始時期についての、内閣府や規制庁の見解はな

いのでしょうか？ 

 避難退域時検査場の設置場所について、道府県が計画している場所の全て

もしくは、一部に設置するという判断基準を、内閣府や規制庁はもっていま

すか？ 

また、それを裏付ける資機材の確保は十分整っていますか？ 

 避難退域時検査の実施場所は、ＯＩＬに基づく防護措置としての避難

や一時移転の指示がなされた段階で、立地道府県等において運用を開始

できるよう時間の余裕を持って設営します。 

 避難退域時検査場所の要件は、原子力災害重点区域の境界周辺から避

難所までの避難経路上又はその近傍の適所としており、その具体的な選

定の考え方は、原子力災害対策指針及び本マニュアル案で示していま

す。 

 立地道府県等は、当該地域の事情を踏まえて、あらかじめ避難退域時

検査の実施場所の候補地を選定するとともに、必要となる要員の確保や

資機材の整備を行い、原子力災害時には迅速に対応できるよう準備をし

ており、これらの具体的な内容については、立地道府県等の地域防災計

画等に示されています。 

 原子力災害時においては、ＯＩＬに基づく防護措置としての避難や一

時移転の対象となった地域の場所、対象地域の人口規模、避難経路上の

状況等を考慮して、あらかじめ候補としていた避難退域時検査場所か

ら、実施場所を選定することになります。 

２ P.17 表３ 避難退域時検査及び簡易除染で用いる資機材の例 

・要員防護装備および簡易除染用品の「サージカルマスク」について。「サ

ージカルマスク」の定義（要求性能）を明確にすべきではないか。通常の不

織布マスクと誤解される恐れがある。 

（マスクの性能について） 

マスクの性能としては、サージカルマスク又は N95 相当の基準を満た

すものを使用します。サージカルマスクは、米国食品医薬品局の基準で

ある BFE95％以上を満たしているものが求められます。具体的には、日

本産業規格 JIS T9001 の医療用マスクに相当する性能であること、又は

JIS T9002 に相当する性能であることが必要です。これらの要求性能に

ついては P.17 表３下部に注記します。 

３ 本件マニュアル案 p.17 の表４「避難退域時検査場所の資機材の例(1会場

分)」の本部の設営資機材に「サージカルマスク」とあるが、業務にあたる

職員等には、せめて N95 マスク等機密性の高いマスクを用意すべきである

（N95 の装着を望まない方のためや予備的にサージカルマスクも用意すべき

である）。 

４ P.17 表３ 避難退域時検査及び簡易除染で用いる資機材の例 

・必要数量の記載が必要ではないか。 

（資機材について） 

P.17 表３は、避難退域時検査及び簡易除染で用いる資機材を例示した

ものです。表４に１会場分の資機材の数量等を示しています。 
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５ P.17 表４ 避難退域時検査場所の資機材の例（１会場分） 

・避難車両が除染しきれない場合に使用する代替移動手段（バス等）の配備

も必要ではないか。 

・数量の記載がないものがあるが、必要数量の記載が必要ではないか。 

（代替の移動手段について） 

車両の簡易除染後も物品等の除染の基準を超える場合の代替の移動手

段については、資機材として新たに準備するものではないため、「１．

（２）④避難退域時検査及び簡易除染の会場の運営及び管理に関する事

項」に追記します。 

（資機材の数量について） 

P.17 表４では、避難退域時検査場所のレイアウト等によって数量が変

動する物品については、数量を明示していません。 

６ P.23 最終行 

・「手袋とマスクを着用する。」との記載があるが、マスクの種類（サージカ

ルマスク等）まで記載すべきではないか。マスクの種類まで記載しないと

「P.17 表３ 避難退域時検査及び簡易除染で用いる資機材の例」と整合がと

れない。 

（マスクの種類について） 

御指摘の箇所をサージカルマスクと修正します。また、P.17 表３の簡

易除染用品にはサージカルマスク、綿手袋及びゴム手袋の記載がありま

すが、表４には記載されておらず整合していないため、表４の住民検査

の項に、サージカルマスク、綿手袋及びゴム手袋を追記します。 

 

７ ２ 車両の検査はワイパー部とタイヤ側面のゴム部に限るべきではなく、ま

た、ウエットティッシュでのふき取りでは車両は除染できないので、流水除染

を基本とすること 

 マニュアル案では、車両の指定箇所検査はワイパー部と「タイヤ側面のゴム

部」に限られている（２０頁。３の（２）、（ア）車両の指定箇所検査、及び脚

注５）。しかし、タイヤの検査では、汚染されている接地面を検査する必要が

ある。「手の届く範囲」ではなく、汚染されているバスの屋根等も検査しなけ

れば、避難先に汚染を持ち込むことになる。 

 次に、ウエットティッシュでのふき取りでは車両は除染できない。流水除染

を基本とすること。 

 マニュアル案の車両の簡易除染は、上記の「指定箇所検査」にならって、タ

イヤ等の拭き取りとなっている。内閣府の研究・試験結果を基にして、「流水

除染と拭き取り除染の効果では有意な差がない」として、ウエットティッシュ

による拭き取り除染を基本としている。 

 しかし、内閣府の試験そのものが、タイヤの接地面ではなく、タイヤ側面の

ゴム部分（サイドウォール）での試験であり、さらに、新品のタイヤで、わず

（車両の検査について） 

「警戒区域から持ち出された車の整備による整備士の外部被ばく線量

評価に関する調査報告書（独立行政法人原子力安全基盤機構 JNES-RE-

2001-0003）」において、放射性物質の付着しやすい部位として、車の外

部では、ワイパー、タイヤ、ドア部パッキン等と確認されていることか

ら、車両の指定箇所検査については、ワイパー部とタイヤ側面を対象と

しています。 

タイヤの接地面については、放射性物質が付着しても避難退域時検査

場所までの走行中に道路との摩擦により剥離すると考えられるため、指

定箇所検査の対象としていません。また、バスの屋根等についても、放

射性物質が付着しやすいとされているワイパー部やタイヤ、ドア部パッ

キン等ではないため、検査の迅速性や要員の安全性等を考慮して、指定

箇所検査の対象としていません。 

（車両の簡易除染について） 

車両の簡易除染については、「令和２年度内閣府原子力防災研究事業

「その他放射線防護対策に係る調査研究の実施及び施策への反映のため
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か 10cm 四方程のタイヤの一部を切り出して試験しているにすぎずない。この

ような試験で「有意な差がない」などといえるはずもない。最も汚染されるタ

イヤ接地面の溝、さらには半年装着される冬用タイヤの溝部分に付着する放

射性物資を除染することが重要だが、これは想定されていない。溝内はウエッ

トティッシュでは除染できないっことは明らかであり、流水除染が不可欠と

なる。 

 住民の安全と避難先に汚染を持ち込まない為にも、流水除染を基本としな

ければならない。流水除染で生じた汚染水は、電力会社の責任で保管するこ

と。 

の知見の整理」第二分冊その２（令和３年３月 国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構）」において、水に濡らしたウエス等を用いた拭き取

りによる除染と流水による除染の除染方法の違いによる除染効率の比

較・検討の結果を示しています。具体的には、車両の材質としてボディ

とタイヤを試験対象に選択し、放射性セシウム及び放射性ヨウ素を試験

片に塗布して３～７日間静置した後に、付着した放射性物質の除染効率

を比較しています。比較の際には、両者とも一定の圧力（高圧洗浄と同

程度の圧力）としています。その結果、拭き取りによる除染と流水によ

る除染の効果に有意な差は見られませんでした。 

一方、流水による除染の場合は、汚染水が再度タイヤや車両に付着す

る等の再汚染をすることや、汚染水の周囲への飛散により避難退域時検

査場所のバックグラウンドの値の上昇の要因となること、廃水処理作業

が必要となることが考えられますので、拭き取りによる除染を基本とし

ています。 

（除染の基準を超える車両の扱いについて） 

簡易除染後も物品等の除染の基準を超える車両は、避難退域時検査会

場で一時保管を行うこととしています。 

 

８ ６．車両の検査は汚染されているバスの屋根等の検査も追記下さい。また、ウ

ェットティッシュでの拭き取りでは除染できない為、流水除染を基本として

下さい。 

９ スタットレスタイヤの側面を拭くだけで除染ができるとは思えない。車の

屋根は放置、ワイパーのみ拭いただけで避難先の小中学校等のグランドに駐

車しても良いのか。どこを見ても子どもを被ばくから守る姿勢がない。車は

流水で除染し、使った水は管理保管すること、それができなければ危険な原

発を動かすべきではない。 

 

10 車両の検査はワイパー部とタイヤ側面のゴム部に限るべきではありません 

（２０？２１頁 車両の指定箇所検査、及び脚注５） 

マニュアル案では、車両の指定箇所検査はワイパー部と「タイヤ側面のゴ

ム部」に限られています。タイヤの検査では、汚染されている接地面を検査

しなければ意味がありません。また「手の届く範囲」ではなく、汚染されて

いるバスの屋根等も検査しなければ、避難先に汚染を持ち込むことになりま

す。避難所は小中学校が多く、校庭に汚染された自家用車やバスが乗り込む

ことにもなります。避難先の子どもたちを守るためにも、避難退域時検査で

は、車両の汚染されている部分を検査すべきです。 

11 車両の除染はウエットティッシュでのふき取りではなく、流水除染を基本

にすべきです。（２０？２１頁） 
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 マニュアル案では、車両の指定箇所検査はワイパー部と「タイヤ側面のゴム

部」に限られています。車両の検査はワイパー部とタイヤ側面のゴム部に限る

べきではありません。タイヤの検査では、汚染されている接地面を検査する必

要があります。「手の届く範囲」ではなく、汚染されているバスの屋根等も検

査しなければ、避難先に汚染を持ち込むことになるのでダメです。 

 マニュアル案の車両の簡易除染は、タイヤ等の拭き取りとなっています。内

閣府の研究・試験結果を基にして、「流水除染と拭き取り除染の効果では有意

な差がない」として、ウエットティッシュによる拭き取り除染を基本としてい

ます。しかし、内閣府の試験そのものが、タイヤの接地面ではなく、タイヤ側

面のゴム部分（サイドウォール）での試験であり、さらに、新品のタイヤで、

わずか 10cm 四方程のタイヤの一部を切り出して試験しているにすぎません。

このような試験で「有意な差がない」などと言うのは間違っています。最も汚

染されるタイヤ接地面の溝、冬用タイヤの溝部分に付着する放射性物資を除

染することが重要です。しかし、これは想定されておらず、無意味な試験で

す。住民の安全と避難先に汚染を持ち込まない為にも、流水除染を基本としな

ければなりません。流水除染で生じた汚染水は、電力会社の責任で保管すべき

です。 

12 ４．20 頁の実務編「避難退域時検査」(ア)では車両検査の個所を手の届く

範囲としているが、バスや車両の屋根、泥はねが溜まるタイヤハウスも検査対

象にすべき。汚染を見逃すと、避難先に放射性物質を持ち込むことになる。 

13 車両の汚染物拭き取りは、ウエットティッシュでは除染不可能。流水除染を

基本とすること。 

14 ・車両の汚染は、ウエットティッシュでのふき取りではなく、流水で除染して

ください。 

？避難を受け入れる側の自治体住民としては、放射性物質を車に付着させた

ままでは、避難者ご本人の体調変化にも責任持てませんし（避難先の医療を逼

迫、ご本人も適切な医療措置を受けられない懸念あり）、また放射性物質を県

外に持ち込まれ、汚染被害拡大の元にもなり、また避難者への差別の原因とも

なり得ます。 
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15 （４）Ｐ．２１（車両の指定個所検査）及びＰ．２３（車両の簡易除染） 

測定器には物理的大きさがあるので、車両の指定箇所検査においてタイヤ側

面を指定箇所にすることは理解できますが、側面で汚染が確認された場合に

は、地面との接触面やタイヤハウスにも汚染があることが当然に推測されま

す。汚染の拡大防止のためには、こうした部分も適切に除染される必要がある

と思いますが、タイヤ溝やタイヤハウスは拭き取り除染が困難です。仮に拭き

取り除染でタイヤ側面が基準値以下になっても、そうした部分が汚染拡大の

原因にならないよう、手が届かない部分に対しては流水除染を行うことが必

要だと考えます。 

16 車両の除染をウェットティッシュで行うことはできない。車両全体を流水

で除染することを基本とするべきである。 

17 ４．通行証ではなく検査結果を記録した証明をすべての住民に渡して下さい。 （通行証について） 

避難退域時検査の方法は、住民等の放射性物質による表面汚染の程度

が除染を実施すべき基準を超えるか否かを確認する検査であるため、基

準以下であった場合には通行証を交付することで適切であると考えてい

ます。 

18 形式的な「通行証」ではなく、検査結果を記録した証明をすべての住民に渡

すこと（１３頁「実施計画の策定にあたって」） 

１３頁の脚注１では「避難退域時検査及び簡易除染の実施場所で検査等を

終了した際に、通過年月日、避難退域時検査場所、発行者名等を記載した通行

証を交付するなどの対応が考えられる」となっています。実際に各地の防災訓

練でも、通過年月日等だけの形式的な「通行証」が使われています。しかしこ

れでは、検査の結果で汚染がどれくらいあったのかが全く分かりません。後に

健康被害が出てもそれを証明するものにはなりません。代表者でなければ検

査を受けることもできないのに、形式的な「通行証」は受け取り、汚染なしと

なってしまいます。とりわけ、除染を講ずるための基準値 40,000cpm（ＯＩＬ

４）は高く、小児の甲状腺被ばく 300mSv に相当します。形式的な「通行証」

では、300mSv 以下の甲状腺被ばくを容認してしまうことになります。このよ

うな「通行証」では、住民を守ることはできません。住民の安全という最重要

の観点からすれば、何の意味ももちません。そのため、検査結果を記録した証

明を全ての住民に渡すよう明記すべきです。 

19 証明書については、形式的な「通行証」ではなく、検査結果を記録した書類

をすべての住民に渡してください。 
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20 ・検査結果を記録した証明をすべての住民に渡すこと 

？福島での避難に際し、測定装置の針が振りきれるほどの被ばくをした方で

さえ、検査結果を渡してもらえなかったと聞いています。初期被ばくの量が把

握できていないのに、どうして「甲状腺がん発症や体調不良は原発事故の原因

ではない」と言い切れるのですか？ 

原発事故による健康被害がないとご本人や周囲にも納得してもらうために

も、検査結果は全員に渡すべきです。 

21 職員用のタイベックを「準備する資材」に入れること（１７？１９頁） 

 職員の被ばく防護のために、避難退域時検査では、タイベック着用を明記

すること。マニュアル案の１７頁表４では、準備する資機材の例があげられ

ています。「要員装備」として「ガウン等（※１）」とあり、１９頁の（※

１）では「要員の衣服等の汚染防止のために着用する使い捨てのガウンやズ

ボン」と書かれているだけです。避難退域時検査は３０ｋｍ圏外で実施され

ますが、汚染地域から入ってくる車両等を検査するため、職員の被ばく防護

も重要になります。前回の防災業務関係者の指針改定パブコメでは「タイベ

ック着用を３０ｋｍ圏内に限るべきではない」との意見を出しました。７月

６日規制委員会で公表された規制庁の回答では、タイベック着用等を３０ｋ

ｍ圏内に「限定するものではありません」と答えています。 

８頁の１８番の意見に対する回答は以下： 

「原子力災害対策重点区域の屋外」を「被ばくの可能性がある環境」の代表

例として示していますが、防護装備の装着等の対象を原子力災害対策重点区

域内で活動する者に限定するものではありません。」また、続けて「なお、

避難退域時検査要員に必要な防護装備については、別途、避難退域時検査及

び簡易除染マニュアルにおいて規定することとしています」とも回答してい

ます。８頁の意見１８番への回答参照 

https://www.nra.go.jp/data/000396611.pdf 

そのため、今回のマニュアル案で、職員用のタイベックを「準備する資材」に

明記し、職員の安全を守るため、避難退域時検査ではタイベック着用を義務付

けるよう明記しなければなりません。 

（タイベックの着用について） 

 避難退域時検査は、ＯＩＬ１又はＯＩＬ２に基づく防護措置として避

難や一時移転の対象となった住民等に対して行うことから、避難退域時

検査場所は、ＯＩＬ１又はＯＩＬ２に基づく防護措置の対象となった地

域以外の場所であって、バックグラウンドの値が低い場所で実施しま

す。 

このため、避難退域時検査及び簡易除染においては、汚染のおそれが

ある車両や人に対して実施することから、これらの業務に携わる要員

は、表面汚染からの付着による汚染を防止することが重要となります。

このような汚染防止の観点から、使い捨てのガウンやズボンを着用して

行うことにしていますが、汚染箇所からの付着がある場合に対しては、

タイベックのような不織布の防護衣でなくとも、汚染を十分防止できる

ものと考えています。このような観点から、本マニュアル案では、汚染

防止に必要な防護装備として、使い捨てのガウンやズボンを明記したも

のです。 

なお、原子力災害の状況によっては、原子力災害重点区域外において

もＯＩＬ１又はＯＩＬ２に基づく防護措置の対象となる場合がありま

す。このような地域において防災関係業務を実施する場合には、被ばく

の可能性がある環境下に相当するので、防災業務関係者に関する意見公

募では、原子力災害重点区域内に限定するものではないとの考え方を示

したものです。 
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22 職員用のタイベックを「準備する資材」に入れ、着用を義務付けてくださ

い。（17 頁、19頁） 

 マニュアル案の１７頁表４では、準備する資機材の例があげられていま

す。「要員装備」として「ガウン等」とあり、１９頁では「要員の衣服等の

汚染防止のために着用する使い捨てのガウンやズボン」と書かれているだけ

です。避難退域時検査は３０ｋｍ圏外で実施するが、汚染地域から入ってく

る車両等を検査するため、職員の被ばく防護も重要です。 

 前回の防災業務関係者の指針改定パブコメでは「タイベック着用を３０ｋ

ｍ圏内に限るべきではない」との意見が出されていました。７月６日規制委員

会で公表された規制庁の回答では、タイベック着用等を３０ｋｍ圏内に「限定

するものではありません」とあります。続けて「なお、避難退域時検査要員に

必要な防護装備については、別途、避難退域時検査及び簡易除染マニュアルに

おいて規定することとしています」とも回答しています。そのため、今回のマ

ニュアルでは、職員用のタイベックを「準備する資材」に明記し、職員の安全

を守るため、避難退域時検査ではタイベック着用の義務付けを明記すべきで

す。 

23 ８．要因の衣服等の汚染防止のために着用するものとして、ガウンやズボンし

か記載がない為、タイベック着用を明記して下さい。 

24 検査、除染要員の被ばく防護についてもタイベックではなくガウンになっ

ている。汚染されたたくさんの車両や人を検査除染するのにタイベックの準

備は欠かせない。タイベックを準備しておくべきだ。対応する職員の被ばく防

護はどうなっているのか。マニュアル全体に被ばくを軽視している。 

25 ６．職員の被ばく防護のために、避難退域時検査と簡易除染では、タイベック

着用と明記すべき。 

26 あまりに不備が多すぎる案です。以下、列挙します。 

 職員用のタイベックを「準備する資材」に入れ、着用を義務付けてくださ

い。 

27 またふき取りを行う職員も原発事故由来の望まない被ばくをする危険性が

あり、人権上も問題です。また職員には「準備する資材」としてタイベックを
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用意し、着用を義務付けてください。住民保護をする職員自身が二次被ばくに

より健康を害したのでは、その後の行政事務にも大きな支障が出ます。 

28 ８）＜該当箇所＞ 14 頁 下から２行目 

＜内容＞ 

・「（１）要員の構成と役割」の箇所に、旧マニュアル７頁にある「図２検査

及び簡易除染の体制」ような全体の体制図を追加すべきと考えます。 

（要員の構成と役割について） 

体制図は追加しませんが、本マニュアル案 P.15 に記述の通り、避難退

域時検査及び簡易除染の効率化を図り、検査対象となる車両、住民等の

不要な汚染を避けるため、車両や住民等の移動が円滑になるように柔軟

に運用するようにします。 

29 ９）＜該当箇所＞ 17 頁 表４の「本部、設営資機材」の欄 

＜内容＞ 

・この欄の「綿手袋、ゴム手袋～（各 270 名分）」とあるが、15頁の下から

４行目に、「１会場 132 名である」と記載されています。要員用飲料や保存

食も 270 名を基準としていますが、関連を明確にしていただきたい。 

（資機材の数量について） 

要員に係る資機材の数量については、１日あたりの標準的な要員数で

ある１会場 132 名の約２倍（２日分相当）の 270 名分（余分を含む）と

して示しています。 

30 ・18 頁, 第一欄 6行目 

欄名が「住民検査」となっているが、その第三欄には簡易除染に用いる資機

材も含まれているため、「住民検査・住民簡易除染」とするのが適当ではな

いか。 

（資機材について） 

御指摘を踏まえ、「住民指定箇所検査・住民確認検査・住民簡易除染・

確認検査」に修正します。 

31 10）＜該当箇所＞ 19 頁 表４の注釈（＊２） 

＜内容＞ 

・＊２には「個人線量計の必要数は 32台＋予備」で、表４に「35 名分」と

あるが、15 頁の下から４行目に、「１会場 132 名である」と記載されていま

す。個人線量計は 15 頁の表２にある「班区分、要員」欄のどの要員がどの

ように使用するのか明確にしていただきたい。 

・また、表４にある「表面汚染検査用測定器（15台）」についても、どの要

員が使用するのか明確にしていただきたい。 

（資機材について） 

個人被ばく線量計は、車両や住民等に接近する要員が装着します。そ

のため、車両指定箇所検査班（８名）、車両確認検査班（５名）、車両簡

易除染・確認検査班（６名）、住民指定箇所検査班（２名）、住民確認検

査班（２名）、住民簡易除染・確認検査班（４名）と、車両・住民誘導班

のうち汚染の可能性のある車両や住民等を誘導する要員（５名）が装着

するとして、32 名分と予備３名分の合計 35名分を１会場分としていま

す。 

表面汚染検査用測定器は、車両指定箇所検査班のうちワイパー部分を

測定する要員（４名）、車両確認検査班（４名）、車両簡易除染・確認検

査班のうち確認検査を行う要員（２名）、住民指定箇所検査班（１名）、

住民確認検査班（１名）、住民簡易除染・確認検査班のうち確認検査を行
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う要員（２名）が使用するとして、14台と予備１台の合計 15 台を１会

場分としています。 

32 ・17 頁, 表 3下※2(4) 

「車両用ゲート型モニタを使用する場合は、40,000cpm（β線）を検出でき

る性能であることをメーカー確認しておくこと。」とあるが、車両用ゲート

型モニタの中にはβ線を測定できずγ線のみを測定するものも存在する。

よって、この箇所は「40,000cpm（β線）またはそれに相当するγ線を検出

できる」とするのが適切である。 

（車両用ゲート型モニタについて） 

御指摘を踏まえ、「車両用ゲート型モニタを使用する場合は、

40,000cpm（β線）又は同等の表面汚染を検出できる性能であることを

メーカーに確認しておくこと。」に修正します。 

33 （３）Ｐ．１７（（３）資機材の準備） 

『※２（４）車両用ゲート型モニタを使用する場合は、40,000cpm（β線）

を検出できる性能であることをメーカーに確認しておくこと』 

の部分について、１分あたりβ線を 40,000 カウント検出できる性能が必要で

あるように読めますので、修正すべきだと考えます。本来ゲート型モニタに求

められる性能は、20 ぺージにもあるように、一定の放射能汚染を検出できる

ことだと考えます。必ずしも直接的にβ線 40,000cpm が測定できることを要

求するものではないこと、他の測定値から換算する方法を否定していないこ

とを明確にすべきです。実際にメーカーサイト（例えば https://www.c-

technol.co.jp/product/gammapole/）を見ると、測定線種はγ線と明記して

ありますが、ＯＩＬ４の判定が可能である旨記載されています。 

このような考えから、当該部を次のように記載することを提案します。『※

２（４）車両用ゲート型モニタを使用する場合は、ＯＩＬ４基準値相当の汚

染を検出できる性能であることをメーカーに確認しておくこと』 

34 11）＜該当箇所＞20 頁 上から 17行目 

＜内容＞ 

・「～可能であれば、表面汚染検査用測定器による指定箇所検査に変えるこ

とができる」とあるが、車両用ゲート型モニタは「～指定箇所検査のタイヤ

部の測定に変えることができる」とすべきと考えます。 

（車両用ゲート型モニタについて） 

御指摘を踏まえ、「～可能であれば、表面汚染検査用測定器による指定

箇所検査のうちタイヤ側面の検査に代えることができる。」に修正しま

す。 

35 12）＜該当箇所＞21 頁 上から 7行目 

＜内容＞ 

（車両の確認検査について） 
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・「～除染の基準を超える場合には、確認検査及び簡易汚染の場所へ誘導

し、～」とあるが、確認検査と簡易除染の場所は異なるので、「～確認検査

の場所へ誘導し、～」とすべきと考えます。 

御指摘を踏まえ、「～除染の基準を超える場合には、確認検査の場所へ

誘導し～」に修正します。 

36 13）＜該当箇所＞21 頁 下から 8行目 

＜内容＞ 

・「～乗員の代表者に対して、検査を行う」とあるが、これに続けて、「この

代表者が OIL4 を超える場合には、乗員の全員に対して検査を行う。」と記載

すべきと考えます。 

・また、旧マニュアル 13頁の脚注 20 には、「乗員の代表者に対する指定箇

所検査は、代表者が車に乗った状態で「～チーム」が行うことも可能です。

～」とあるので、この脚注を新マニュアルに追記願います。 

（住民等の検査について） 

御指摘を踏まえ、「この代表者がＯＩＬ４を超える場合には、乗員の全

員に対して検査を行う。」を追記します。 

 本マニュアル案は参考例を示していますので、脚注に明示しません

が、P.15 に記述したとおり、避難退域時検査及び簡易除染の効率化を図

り、検査対象となる車両、住民等の不要な汚染を避けるため、車両や住

民等の移動が円滑になるように柔軟に運用するようにします。 

37 14）＜該当箇所＞23 頁 上から 7行目 

＜内容＞ 

・「原則～」とあるが、記載の整合性を図るため、「物品等の除染の基準を超

える車両は、原則として、簡易除染の要員が、水に濡らした～」とすべきと

考えます。 

（簡易除染について） 

御指摘を踏まえ、「物品等の除染の基準を超える車両は、原則として、

簡易除染の要員が、水に濡らしたウエス等を用い～」とします。 

38 15）＜該当箇所＞23 頁 上から 12行目 

＜内容＞ 

・「1 度拭き取りに使ったウエス等は所定の～」とあるが、記載の整合性を図

るため、「1 度拭き取りに使ったウエス等は、そのまま所定の～」とすべきと

考えます。 

（車両の簡易除染について） 

御指摘を踏まえ、「１度拭き取りに使ったウエス等は、そのまま所定の

容器等へ廃棄すること。」に修正します。 

39 16）＜該当箇所＞23 頁 上から 16行目 

＜内容＞ 

・「1回の簡易除染によっても～基準を超える場合は、2回を目安に簡易除染

を行い、それ以上は除染を行わず、除染後の確認検査を行う。」とあるが、

この記載の趣旨は、「2回目の除染作業は 2回除染を行い確認検査を行う。」

ということですか。又は「1回目の簡易除染で基準を超える場合で、2回目

の簡易除染でも基準を超える場合は,そり上は簡易除染を行わないで、医療

（簡易除染について） 

車両の簡易除染では、１回目の簡易除染の後の確認検査で物品等の除

染の基準を超える場合は、２回目の簡易除染を行います。２回目の簡易

除染の後の確認検査でも物品等の除染の基準を超える場合には、「４．

（２）ＯＩＬ４又は物品等の除染の基準を超える場合の処置」に従い対

応します。 

住民等の簡易除染についても、１回目の簡易除染の後の確認検査でＯ

ＩＬ４を超える場合は、２回目の簡易除染を行います。２回目の簡易除
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機関に搬送する」ということですか。（＊24頁 8行目及び 13 行目も同じ記載

があります。「それ以上の除染は行わず～」） 

染の後の確認検査でもＯＩＬ４を超える場合には、「４．（２）ＯＩＬ４

又は物品等の除染の基準を超える場合の処置」に従い対応します。 

40 17）＜該当箇所＞23 頁 下から 9行目 

＜内容＞ 

・「再汚染を防ぐため～」とあるが、再汚染とする理由は何ですか。 

（住民等の簡易除染について） 

住民等本人が着替えを行う際に、放射性物質に汚染されていなかった

箇所が汚染されることを「再汚染」としましたが、再汚染とせずに｢汚染

の拡大を防ぐため｣と改めます。 

41 18）＜該当箇所＞23 頁 下から 1行目 

＜内容＞ 

・「手袋とマスクを着用する。」とあるが、記載の整合性を図るため、「汚染

を防ぐため手袋とマスクを着用すること。」とすべきと考えます。 

（住民等の簡易除染について） 

御指摘を踏まえ、「汚染の拡大を防ぐため手袋とサージカルマスクを着

用すること。」に修正します。 

42 19）＜該当箇所＞24 頁 上から 1行目 

＜内容＞ 

・「OIL4 を超える箇所を中心として、～中心に向かってウェットティッシュ

～」とあるが、記載の整合性を図るため、「OIL4 を超える箇所を中心とし、

～中心に向かって一方向にウェットティッシュ等で拭き取ること。」とすべ

きと考えます。 

（住民等の簡易除染について） 

御指摘を踏まえ、「ＯＩＬ４を超える箇所を中心とし、周囲から中心に

向かって一方向にウェットティッシュ等で拭き取ること。」に修正しま

す。 

43 20）＜該当箇所＞24 頁 上から 3行目 

＜内容＞ 

・「～ウェットティッシュ等で繰り返して～」とあるが、記載の整合性を図

るため、「～ウェットティッシュ等で何度も繰り返して拭き取らないように

すること。」とすべきと考えます。 

（＊以下の箇条書きも、文末は「～こと。」で統一すべきと考えます。） 

（住民等の簡易除染について） 

御指摘を踏まえ、「１枚のウェットティッシュ等で何度も繰り返して拭

き取らないようにすること。」に修正します。また、以降の箇条書きにつ

いても、文末に「こと。」を追記します。 

44 21）＜該当箇所＞24 頁 上から 8行目 

＜内容＞ 

・「①は、着替えを行った後、～」とあるが、この記載の趣旨は何ですか。

（着替え後に確認検査を行うということですか）記載するのであれば、23頁

の「①着替え」のところに記載すべきと考えます。 

（＊9頁の上から 10 行目に「～汚染のない衣服に着替えることで確実に除染

することができる。」とされています） 

（住民等の簡易除染について） 

御指摘を踏まえ、「①は、着替えを行った後に確認検査を行う。②は、

１回の簡易除染によってもＯＩＬ４を超える場合は、２回目の簡易除染

を行い、それ以上は除染を行わず、除染後の確認検査を行う。」に修正し

ます。 
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45 22）＜該当箇所＞24 頁 上から 10行目 

＜内容＞ 

・「（ⅲ）携行物品の簡易除染」のところに、23頁の「（ⅰ）車両の簡易検

査」と同様に「①拭き取り」を追加すべきと考えます。 

（携行物品の簡易除染について） 

御指摘を踏まえ、「物品等の除染の基準を超える携行物品は、水で濡ら

したウエス等により、(ⅰ)①と同様の方法で拭き取りをする。」に修正し

ます。 

46 23）＜該当箇所＞24 頁 上から 11行目 

＜内容＞ 

・「～携行物品は、水で濡らしたウエス等により拭き取りをする。」とある

が、記載の整合性を図るため、「～携行物品は、原則として簡易除染の要員

が、水で濡らしたウエス等により付着している放射性物質の拭き取りを行

う。」とすべきと考えます。 

（携行物品の簡易除染について） 

御指摘を踏まえ、「原則として、簡易除染の要員が、」を追記します。 

47 （車両の簡易除染２３頁）  

車両を除染する目的は何か。汚染物質を避難先に運ばないようにするため

ではないのか。 

（車両の簡易除染について） 

車両の簡易除染は、汚染の拡大防止を適切に実施することを目的とし

ています。そして、避難退域時検査の結果によって、除染すべき基準を

超える場合には、簡易除染等の必要な措置を講じることとしています。 

48 防災業務にあたる自治体職員などの被ばく防護のために、タイベックの準

備と着用の義務付けを、マニュアルに明記すべきである。防災業務にあたる職

員らに対し、被ばくの危険性を説明し、同意を得ることを明示すべきである。

防災業務にあたることを拒否する権利があること、それによって、待遇等で不

利益を被ることがないようにすることを明示すべきである。 

（要員の被ばく防護について） 

要員の被ばく管理については、個人被ばく線量計等を装着することに

より行います。また、要員は、原子力防災に関する基礎的な研修をあら

かじめ受講し、放射線の影響等の知識を習得しておくことが望ましいと

考えています。 

要員の防護装備については No.21 から No.27 の御意見に対する考え方

を参照ください。 

49 本件マニュアル案 p.23 に「2 拭き取り頭髪や皮膚が OIL4 を超える場合は、

原則として住民等本人がウェットティッシ ュ等を用いて拭き取りを行う。」 

とあるが、長髪やボリュームのある髪型の場合、付着した放射性物質をウェッ

トティシュで拭き取るのは非常に難しく、実効性に乏しいのではないか。実際

に長髪やボリュームのある髪型をウェットティッシュで拭き取って除染の効

果を検証したデータはあるのか。あれば示されたい。 

（住民等の簡易除染について） 

避難退域時検査場所での簡易除染は拭き取りにより行うこととしてい

ますが、簡易除染を行っても頭髪がＯＩＬ４を超える場合は、除染に関

する専門的な設備、知識及び技能を有する原子力災害拠点病院等の機関

で除染や必要な処置を行います。 

50 住民の指定箇所検査では、甲状腺周り（頸部）も追加すること （甲状腺の検査について） 
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検査の目的とも関係しますが、マニュアル案２２頁の「図４  住民等の指

定箇所検査」では、（ａ）頭部、顔面、（ｂ）手指及び掌、（ｃ）靴底が示され

ています。しかし、「頭部、顔面」では、甲状腺周り（頸部）は検査から外れ

てしまいます。福島原発事故以前の自治体のマニュアルでは、頸部も検査箇所

として指定されていました。そのため、住民の安全を守り、早期に甲状腺被ば

くの状況を把握する必要から、「指定箇所検査」に甲状腺周り（頸部）も追加

すべきです。 

原子力災害対策指針では、避難退域時検査とは別に、甲状腺の被ばく

線量を推定する測定である甲状腺被ばく線量モニタリングを行うことと

されています。甲状腺被ばく線量モニタリングの実施に関するマニュア

ルについては、原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニ

ュアルとは別に新たに策定すべく検討中です。 

51 ５．21、22 ページの〇２の住民等の指定箇所検査では、（a）頭部、顔面（ｂ）

手指および掌（ｃ）靴底を検査するとしているが、甲状腺のある首回りの検査

も入れるべき。 

52 （１）Ｐ．２（はじめに） 

『避難退域時検査会場の設営や検査等の具体的な運用面のより詳細な事項

については、内閣府（原子力防災担当）が別途「避難退域時検査等における資

機材の展開及び運用の手引き（令和４年５月）（以下、「運用の手引き」という）

を作成している。」』とありますが、この運用の手引きは公開されていません。

公開するマニュアルに記載するのであれば、作成していることを明かすだけ

でなく、手引きそのものを公開すべきだと考えます。 

（運用の手引きについて） 

「避難退域時検査等における資機材の展開及び運用の手引き（令和４

年５月）」は、避難退域時検査場所で会場設営や運用を行う要員向けの

内容であるため、自治体担当者等の関係者に配布しています。なお、本

手引きは、内閣府において公開しており閲覧できます。また、「令和３

年度避難退域時検査等における資機材の展開及び運用マニュアルの作成

業務」で作成したもので、その成果報告書は国立国会図書館において閲

覧が可能です。 
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No. 提出意見には該当しないその他の意見 考え方 

意見公募の実施方法について 

１ マニュアル案について以下意見させていただきます。 

１．前回の防災関係者のパブコメ結果では、提出意見に該当しない

ものは回答、公表しなかった為、すべての意見等回答を公開して下さ

い。 

（意見公募について） 

 本マニュアル案については、行政手続法に定める命令等に該当

するものではありませんが、任意の意見公募として、行政手続法

に定める手続きに準じて実施しているものです。そして、寄せら

れた意見の取り扱いについても、行政手続法の考え方に準じて行

っています。 

 

２ パブコメ結果については、すべて公表すること（全体について） 

私は前回の防災業務関係者のパブコメで、「甲状腺被ばくを抑制す

るための基準を明確にするべき」等の意見を出しました。防災業務関

係者にとっても重要な問題です。しかし、意見として公開もされず、

回答もありませんでした。防災業務関係者のパブコメ結果では、「提

出意見に該当しない」ものは意見も回答も公表せず、意見の数として

もカウントせず、無視することとしています。これは初めてのことで

す。このようなやり方では、規制庁の主観によって、「該当しない」

という扱いになってしまいます。市民の意見に耳を傾け、すべての意

見に対して回答を作成し、すべて公開すべきです。とりわけ今回のパ

ブコメでは、避難退域時検査と簡易除染に関し、これまでのマニュア

ルを廃止し、「新たなマニュアル」を作成することになっています。

除染の基準値、甲状腺被ばくを抑制するための基準値の問題を含め、

「提出意見に該当しない」ということはあり得ませんので、すべての

意見に回答し公開しなければなりません。 

３ （全体に対して） 

 パブコメの結果については、出された意見と回答をすべて公表す

べきです。前回の防災業務関係者のパブコメの結果（7月 6日原子力

規制委員会）では、「提出意見に該当しない」ものは意見も回答も公

表しなかった。このようなやり方では透明性は確保されず、規制庁の

主観によって、都合の悪い意見等は「該当しない」という扱いになっ

てしまう。すべての意見と回答を公開すべきです。 
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４ ７．パブリックコメントの結果については、出された意見と回答を

すべて公表すること。 

５ パブコメ結果については、出された意見と回答をすべて公表してく

ださい。 

６ 寄せられたパブコメはすべて公表し、回答してください。防災業務

関係者のパブコメ結果（７月６日の規制委）では、「提出意見に該当

しない」意見は公表されませんでした。これでは、本当に「該当しな

い」のか、「該当しない」と判断した理由は何か、全く判断できませ

ん。すべての意見に対し、真摯に対応し、公表すべきです。 

７ 本件意見募集要項の「意見提出上の注意」には、提出意見として取

り扱わない場合が例示され、また、「(3) 寄せられた意見について

は、意見提出期間終了後、個人情報等を記載する欄を除き、法令に従

い開示します。(意見は原則として全て開示しますので、意見中には

個人情報等の公開に適さない情報を記載なさらないようお願いいたし

ます。) 」とあるため、例示に当たらない意見は全て公開されるもの

と考えるのが一般的ではないでしょうか。しかし、本件に関係して、

本年 4~5 月に実施された「原子力災害対策指針の改正（防災業務関係

者の放射線防護対策等）」についての意見募集において、例示には当

たらない意見を提出したものの公開されなかった意見がありました。

原子力規制庁によると、類似の意見はまとめて記載しているとのこと

でしたが、総意件数でも４０件とのことであり、インターネットにて

提出される意見の場合には、転記もコピペで済むため、以前のように

類似の意見もまとめず、意見の全数を公開するよう求めます。また、

どうしても「類似」の意見をまとめて記載するということでしたら、

その「類似」の判断ですが、一字一句同じ意見や、ほぼコピペと思わ

れる意見の場合は「類似」と扱ってもやむをえませんが、その場合で

も、類似の意見が何件あったのかを公開するよう求めます。どのよう

な問題について関心が高いのかということは、広く共有すべき情報で

す。文面が明らかにコピペ、ほぼコピペではない場合は、意見募集要
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項の例示に掲げられた場合に該当しない限り、全ての意見を公開する

よう求めます。 

８ 本件意見募集要項の「意見提出上の注意」には、提出意見として取

り扱わない場合が例示されていますが、原子力規制庁によると、この

他にも類似の意見はまとめて記載しているので掲載していない場合が

あるとのことでした。また、自分が提出した意見がなぜ掲載されてい

ないのかについて知りたいのであれば、情報公開請求をしなければ開

示しない、電話での問い合わせに対し、提出意見として取り扱わなか

った理由の説明はしないとのことでした。情報公開請求には請求時に

３００円を要し、時間もかかって請求者には負担ですし、貴庁にとっ

ても多忙な業務に情報公開請求への対応が加わり負担です。提出され

た意見については、提出順に掲載し、本件意見募集と無関係なものや

他人を誹謗中傷したり宣伝や広告に該当するものなどについては、意

見の受付番号のみを記載し、提出意見として取り扱わない理由を記載

して公開した方が、双方にとって負担が軽減されますので、そのよう

なご対応をお願いいたします。東京電力福島第一原子力発電所事故の

教訓を踏まえて発足した原子力規制委員会・原子力規制庁は、その判

断過程の公開が基本であることからも、提出意見として取り扱わない

理由の公開は、情報公開請求によらずとも、自ら公開すべきではない

でしょうか。 

９ ・提出意見は必ず公示すること 

本マニュアルは、原子力規制庁及び内閣府により新たに制定される

ものであるから、今回の意見公募の対象は、旧マニュアルの改定部分

に限られず、マニュアル全体が対象となる。 

以下の（1）から（5）までの提出意見はマニュアルの基本に関わる

点であり、マニュアルの実効性を確認する上で必須の点であるから、

行政手続法第 43 条第 1項第 3号の規定に従い、かならず公示するこ

と。同第 3項によれば、提出意見の全部又は一部を「除く」ことがで

きるが、以下の提出意見は第三者の利益を害するものではないことは

明らかであり、もし、それでも「除く」と判断する正当な理由がある

（提出意見の公示について） 

（１）から（５）までの提出意見について、別紙 1解説編

No.5、No.9 及び No.26 並びに別紙 2解説編 No.1、No.2 及び No.3

で個別に回答いたしました。 

また、提出された意見は、法令に従い開示しております。 
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のであれば、更田委員長の了承の上、「除く」理由を明示すること。

また、提出意見を整理又は要約する場合は、当該公示後に適当な方法

により当該提出意見を公にすること。 

10 今回のパブコメは形式的案で十分に関係する自治体や原発地域団体へ

の意見集約の上でまとめられた内容ではありません。再度現場の関係

団体からの意見集約の上での素案によるパブコメマニュアル案が必要

です。7月 30日と一方的なパブコメ期間を改め再度の素案提起をお

願いします。従って個別の案分への意見は申し述べません。素案作成

所管庁の姿勢を問います。その手続論について見解をお願いします。 

（関係地方公共団体等の意見の反映について） 

 本マニュアル案の作成においては、これまでの立地道府県等の

取り組み実績等を踏まえるとともに、本マニュアル案の作成過程

においては、立地道府県等に対する説明会の開催や意見聴取を行

っています。このように、本マニュアル案については、立地道府

県等の実態や意見を十分踏まえたものであり、また、今般の意見

公募を通じて幅広いご意見を伺っています。 

解説編 

1 

 

(3) 甲状腺被ばく量は 10mSv 以下にすべき 

上記（2）のとおり、山本調整官の発言に基づいて、甲状腺被ばく

量の判断レベルは少なくとも 50mSv 以下にすべきものであるが、原子

力規制委員会の「緊急時の甲状腺被ばく線量モニタリングに関する検

討チーム」の第 2回会合（2021.3.25）資料 7によれば、判断レベル

として、WHO は 10mGy、IAEA GSR Part7（2015）は 50mSv、IAEA EPR-

NPP-OILs（2017）は 100mSv、IARC は 100mSv から 500mSv を、各々提

案していることが示されている。 

各提案のうち、WHO は 10mGy の根拠として、「原子力事故後のヨウ

素予防剤に関する指針（1999 年版）」において、「小児甲状腺がんの

自然発生率は、百万人の子どもたちあたり年間約 1例である。一般的

な介入レベル 100mGy を適用すると、年齢層に関係なく、最も被ばく

した子どもたちの甲状腺がんの発生率は、年間 20から 50 人のオーダ

ーになる可能性がある。一方、年齢別介入レベル 10mGy を適用する

と、発生率は年間約 2から 5例が追加され、一般的な発生率の数倍と

なる。子どもたちへの服用計画は、理想的には、一般的な介入レベル

の 1/10、つまり甲状腺への 10mGy の回避可能な線量で考慮されるべ

きである」と明確に説明している。 

（スクリーニングレベルについて） 

 甲状腺被ばく線量モニタリングは、対象となる者に対して、ま

ず簡易測定を行い、より被ばく線量が高いと見込まれる者に対し

て詳細測定を行うこととしており、その詳細測定に移る際の判断

レベルを表すものとしてスクリーニングレベルを設けています。 

簡易測定から詳細測定に移る際の判断レベルは、甲状腺の吸収

線量について国際機関が示している安定ヨウ素剤の服用に関する

基準（IAEA GSR Part7 (2015)）や医学的フォローアップを必要と

する基準(IAEA EPR-NPP-OILs(2017)、IARC Technical 

Publication No.46))等を念頭に置いて、最低限守るべきレベルを

確保すると同時に、低線量での甲状腺がんのリスクに関する科学

的知見を踏まえて、測定の実施可能性を考慮しながら、できるだ

け低いレベルを目指すことが適切であるとしています。このよう

な判断レベルの考え方を満たすことができるものとして、スクリ

ーニングレベルは 0.2μSv/h を目安としています。 
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それにもかかわらず、現指針では各提案の最大値である 100mSv が

採用されているが、もし、この WHO 以外の提案を採用するのであれ

ば、この WHO の説明が正しくないという明確な理由を示すべきであ

る。 

なお、その後 WHO は山下俊一、明石真言、本間俊充が参画して、

「Iodine thyroid blocking」を 2017 年に刊行し、山本調整官の言う

50mSv の支持を表明しており、また、傘下の IARC は日本の環境省か

ら資金援助を受け、原子力安全研究協会の助成金管理により、福島県

立医大の参画を得て「原子力事故後の甲状腺モニタリングに関する提

言（テクニカルレポート第 46号）」を 2018 年に刊行し、「長期のモニ

タリングプログラムの提供が検討される個人の被ばく量の定義として

100mSv から 500mSv」を提言しているが、その論拠はいずれも過剰診

断の弊害を言うだけであり、チェルノブイリ原発事故後に 50mSv 以下

の被ばくでも子どもたちに甲状腺がんが多数発症した事実を踏まえて

いないなど、医学的な根拠が明確でない。 

また、IAEA の指標を用いるには OIL8 に相当する新たな区分を設定す

る必要があるが、その指標自体も 50mSv と 100mSv の 2 つがあって混

乱しており、同様に医学的な根拠が明確でない。 

このように、各機関の指標は、WHO の 10mGy を除き根拠が明確では

ないが、本来、判断基準としていくつかの値があるときには、高い倫

理観を持ち、常に世界最高水準の安全を目指す原子力規制委員会とし

ては、安全に万全を期して最小の値 10mSv を用いるべきであり、スク

リーニングレベルは 10mSv に対応する 0.02μSv/h とすべきである。 

なお、国内の検討では、平成 14 年 4 月の原子力安全委員会の被ば

く医療分科会ヨウ素剤検討会（山下俊一主査）において、事前対策め

やす線量が 100mSv とされたが、これは安定ヨウ素剤の副作用を意図

的に大きく評価して誤誘導した結果であり、正しく評価すれば

10μGy となるものである。 

2 (4）放射性プルームの吸入を避けるための措置が欠けている （放射性プルームからの防護について） 
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原子力事故における被ばく防護対策で最も重要なことは、放射性プ

ルームの吸入による内部被ばく、特に放射性ヨウ素の吸入による甲状

腺被ばくに対する防護である。この点は、（1）で示したように、医療

分科会でもヨウ素の吸入に的を絞っていることからもわかる。 

本マニュアル案では、表面汚染からの吸入及び経口摂取による内部

被ばくの抑制については考慮されている（4ページ）ものの、より影

響の大きい放射性プルームの吸入による内部被ばくの防護についての

措置が全く欠けている。 

放射性プルームはいったん吸入すると、後から皮膚を除染しても体

内の放射性プルームの除去はできないから、放射性プルームの吸入を

避ける唯一の手段は放射性プルームの到達前に住民の避難退域を行

い、同時に予防措置として、住民に対して安定ヨウ素剤の投与を行う

ことである。 

本マニュアル案は表面汚染の除去についてのみ詳述されており、

「やってる感」はあるものの、放射性プルームの吸入の防護について

は規定が全くなく、甲状腺被ばくを防護するマニュアルとして本当に

実効性があるのかどうか、福島事故の経験を踏まえた検証評価が必要

である。 

 避難退域時検査及び簡易除染は、ＯＩＬに基づく防護措置の対

象となった住民等に対して、表面汚染による不注意な経口摂取、

皮膚汚染からの外部被ばくを防止するために実施するものです。

また、放射性ヨウ素による甲状腺被ばくについては、ＯＩＬに基

づく防護措置として避難や一時移転の対象となった地域の 19 歳未

満等の住民等を対象として、甲状腺被ばく線量モニタリングを実

施します。 

なお、原子力災害対策は、原子力災害対策指針に基づいて、緊

急事態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の重篤な

確定的影響を回避し又は最小化するため、及び確率的影響のリス

クを低減するための防護措置を確実なものとすることを目的とし

て、原子力災害対策重点区域の設定、ＰＡＺ内における避難や安

定ヨウ素剤の服用等の予防的防護措置やＵＰＺ内における屋内退

避等を実施するとともに、放射性物質の放出後は、ＯＩＬに基づ

く避難や一時移転、安定ヨウ素剤の服用、飲食物の摂取制限等の

防護措置を実施することとしています。 

 

3 （5）本マニュアル案において安定ヨウ素剤の服用を明記すべき 

安定ヨウ素剤については、現指針 64 ページでも「3 安定ヨウ素剤

の配布及び服用の体制」が規定されているが、それにもかかわらず本

マニュアル案には安定ヨウ素剤に関する記載がない。この点もマニュ

アルとして明らかな欠陥である。 

指針自体においても、服用の必要性は記載されているものの服用の

基準の記載がないという問題がある。上記（2）の山本調整官の発言

により、原子力規制委員会の内部には安定ヨウ素剤の服用基準が存在

することが明らかとなったが、指針には基準の記載がなく、本マニュ

アル案にも基準の記載がないので、立地道府県等に困惑をもたらすも

のである。 

(安定ヨウ素剤の配布・服用に関する運用について) 

 安定ヨウ素剤の配布・服用に関する運用については、原子力規

制庁において、「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」（令和３

年７月 21日一部改正）を作成しています。これは、原子力災害対

策指針に示される安定ヨウ素剤に係る運用についての具体的な方

策を示すものです。 

 安定ヨウ素剤は、ＰＡＺ内では事前配布を行い、ＵＰＺ内では

避難等と併せて服用ができる体制を整備しています。また、安定

ヨウ素剤の服用の判断及び指示については、原子力災害対策指針

にあるとおり、原子力施設の状況等に応じて、原子力規制委員会
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現指針では、ＰＡＺ内においては原子力災害対策本部又は地方公共

団体が服用の指示を出し、ＰＡＺ外においては原子力規制委員会が必

要性を判断し、原子力災害対策本部又は地方公共団体が指示を出すこ

とになっているが、指示を出す際の判断要素となる原子力施設の状況

や緊急時モニタリングの結果等は、原子力災害の状況によって大きく

異なるものであるから、事故の状況に関わりなく、保健医学的な観点

のみから決まる明確な基準を定め、服用の判断が恣意的にならないよ

うに、具体的な数値によって縛るべきである。 

服用の基準は、（3）で述べたとおり、10mSv 以下のきわめて低い値

になり、実際上はあらゆる場合に服用が必要になると思われる。 

福島の事故時には服用の基準が明確でなかったため、（編注。個人

名の記載がありますが省略します。原子力規制庁）福島県放射線健康

リスク管理アドバイザーが「安定ヨウ素剤の服用は必要ない

（2011.3.19）」と発言し、行政もそれに迎合して投与を怠り、その結

果、子どもたちに多数の甲状腺がんの発症を招いたが、基準があれば

そのような失態は防ぐことができる。 

もし、原子力規制委員会及び内閣府が、福島県民健康調査や

UNSCEAR の報告書に基づき、「福島で発症している甲状腺がんは放射

線の影響によるものではない」と考えているのであれば、福島の甲状

腺がんの原因が何であるのか、明確に説明すべきである。 

事故後のスクリーニングにおいて、基準を超えた時は手遅れである

ので、どのような事態でも甲状腺被ばくを避けられるように、安定ヨ

ウ素剤の服用の基準を指針に明確に書き込むべきであり、それを受け

て本マニュアル案も服用の基準と、服用の具体的手順を記載すべきで

ある。 

以上 

がその服用の必要性を判断し、原子力災害対策本部または地方公

共団体が指示を行います。 

 

4 ７．安定ヨウ素剤の服用基準がなく、事故が起きてから基準を決める

では遅い為、安定ヨウ素剤の服用基準を決めて下さい。 

5 検査と簡易除染の「迅速性と効率性」のためには、安定ヨウ素剤を事

前配布すること（１０頁等） 
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マニュアル案では全体を通して、「迅速性と効率性」が強調されて

います。避難にあたっては、自治体職員の仕事量は相当なものとなり

ます。防災訓練では、一時集合場所等で安定ヨウ素剤を配布し、その

後に住民は避難退域時検査に向かうことになっています。しかし、安

定ヨウ素剤の配布・問診には多くの時間がかかります。 

避難や検査を迅速に行うためには、少なくとも安定ヨウ素剤を事前に

配布することが必要です。事前配布であれば、問診も丁寧に受けるこ

とができます。 

6 避難の「迅速性と効率性」のためには、安定ヨウ素剤の服用基準を定

めること（10頁等）。 

マニュアル案では全体を通して、「迅速性と効率性」が強調されて

います。避難においては、安定ヨウ素剤を服用することになっていま

す。防災訓練では、一時集合場所等で安定ヨウ素剤に見立てたアメ玉

等が配られ、バスの中等で服用しています。しかし、安定ヨウ素剤を

服用する基準が決められていません。事故が起きてから服用基準や服

用のタイミングを決めるための会議を開くようでは、迅速な避難はで

きません。そのため、安定ヨウ素剤の服用基準を定めておく必要があ

ります。 

7 安定ヨウ素剤を事前配布するべきです。避難退域時検査の前に、安

定ヨウ素剤の配布・問診を一時集合場所等で行うことになっています

が、これには時間を要します。避難や検査を迅速に行うためには、少

なくとも安定ヨウ素剤を事前に配布することが必要です。事前配布な

ら、問診も丁寧に受けることができます。また、安定ヨウ素剤の服用

基準を決めておく必要があります。事故が起きてから基準を決めるた

めの会議を開くもでは時間がかかりすぎます。マニュアル案で強調さ

れている「迅速性と効率性」のためにも、安定ヨウ素剤は事前配布に

するべきです。 

8 迅速な避難のためには、安定ヨウ素剤を事前配布すること。絶対に

必須。 
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9 ・安定ヨウ素剤を事前配布 

安定ヨウ素剤は、避難を必要とするすべての地域の住民に事前配布

と服用にあたっての注意事項の説明をしてください。事故が起こって

から職員が配布したり住民が取りに行くなど、非現実的で、ごく実際

に限られた地域の住民しか有効期限内に安定ヨウ素剤を服用できなか

った福島原発事故の教訓を生かしていないことになります。 

 


